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１．調査の目的と経緯 
（１）目的 
本調査は、動物の生体内に取り込まれた場合に、本来、その生体内で営まれている正

常なホルモン作用に影響を与える外因性物質（「内分泌攪乱物質」という。）として疑い
のある物質について、一級河川を対象に全国的な実態の把握を行い、今後の対策検討の
ための基礎資料とすることを目的として、平成 10年度より調査を実施してきた。 
 
（２）経緯 
 平成 10年度調査からの経緯を表１－１に示す。 
 

表１－１ 内分泌撹乱物質として疑いのある物質に関する実態調査の経緯 
 水質 底質 流入実態 魚類 下水道 基本調査対象物質

平成 
10 
年度 

全国一級河川
109 水系を対象
に地点を選定。 
地方を代表する
16 水系の河川で
は重点的な地点
選定 
前期 256 地点 
後期 256 地点 

代表河川淡水域
最下流部の代表
地点 
後期のみ20地点 

― 代表河川のうち
主要河川を中心
に魚類の捕獲が
可能な河川 
25 地点 

多摩川水系及び
淀川水系の主な
10 処理場 
前期及び後期 

４-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
４-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷ
ｼﾙ 
ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ 
ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ   
ｽﾁﾚﾝ２及び３量体 
17β－ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 

平成 
11 
年度 

平成10年度の実
態調査結果を考
慮して地点を選
定し四季調査を
実施 
春期 27 地点 
夏期 261 地点 
秋期 140 地点 
冬期 27 地点 
 

平成10年度の実
態調査結果を考
慮して地点を選
定し四季調査を
実施 
春期 27 地点 
夏期 20 地点 
秋期 11 地点 
冬期は実施せず 

内分泌攪乱作用
が疑われている
物質の流域から
河川への流入実
態の把握を目的
とし、２水系で
実施 
多摩川水系 
淀川水系 

平成10年度の実
態調査結果を考
慮して地点を選
定 
春期 27 地点 
 

多摩川水系及び
淀川水系の主な
９処理場 
夏期及び秋期 

11 年度の調査対象物
質からｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ、ｽﾁﾚ
ﾝ２及び３量体を削
除 

平成 
12 
年度 

平成11年度まで
の実態調査結果
を考慮し、選定
した地点 
109 水系、131 地
点 

平成11年度まで
の実態調査結果
を考慮し、選定
した地点 
主要９河川、14
地点 

平成11年度調査
結果を考慮し、
内分泌撹乱物質
の流域からの河
川への流入実態
把握と、河川に
おける挙動解明
を目的とし、２
水系で実施 
多摩川水系 
淀川水系 

平成11年度まで
の実態調査結果
を考慮して選定 
５河川、10 地点

― 12 年度の調査対象物
質から４-n-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉ
ｰﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 
ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ 
ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷ
ｼﾙを削除 
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（３）調査対象物質 
内分泌撹乱物質として疑いのある物質のうち調査の対象とした基本的な物質は、表１

－２に掲げるものである。 
調査対象物質は、内分泌撹乱作用が疑われている６７物質（環境庁「環境ホルモン戦

略計画ＳＰＥＥＤ‘９８」<平成１0年５月>中に取り上げられた物質）の中から生産量
の多さや環境中での検出状況から選定し、本調査や他省庁における調査結果等を踏まえ
随時見直しを行ってきた。 
平成 12 年度秋期には、化学物質４物質に人畜由来ホルモン（人や家畜に由来する女

性ホルモン(エストロゲン)）を加えた５物質を主な調査対象物質（以下、「基本調査対
象物質」という。）として水質等の実態調査を実施した。 
主要河川(平成 10 年度は５河川、平成 11 年度は 12 河川、平成 12 年度は９河川)の代表
地点においては、環境省調査との整合を図る観点から、基本調査対象物質に加えて、表
１－３に示す物質を追加調査対象物質として調査した。 



 

  
－ 3 － 

表１－２ 内分泌撹乱物質に関する実態調査の基本調査対象物質 
 

水質検出数 
 (検出下限値以上の地点数 

／調査地点数) 

 
底質検出数 

(検出下限値以上の地点数 
／調査地点数)  分類 物質名 

リ 
ス 
ク 
評 
価 
の 
実 
施 
H10 年度 H11 年度 H12 年度 H10 年度 H11 年度 H12 年度 

年間生産量 
(千ｔ) 

主
な 
用
途 

摘要 

0/261 1/140 ― 0/20 0/11 ― ４-n-ｵｸﾁﾙ 
ﾌｪﾉｰﾙ 

 
0/144 0/130  0/133 0/36  

検出割合が少
ないため、12 年
度調査から除
いた 

8/261 18/140 10/131 5/20 3/11 2/14 ４-t-ｵｸﾁﾙ 
ﾌｪﾉｰﾙ 

○ 
94/144 27/130  9/133 19/36  

検出割合は少
ないが、内分泌
撹乱作用が認
められる物質 

135/261 19/140 17/131 18/20 9/11 10/14 

ｱﾙｷﾙﾌｪﾉ
ｰﾙ類 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ○ 
94/144 40/130  32/133 29/36  

53 
(1995 年)

64 
(1999 年) 

界面
活性
剤の
原料
／ 
分解 
生成
物 
  

 

96/261 50/140 ― 19/20 8/11 ― 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2 
-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 

○ 
25/144 44/130  106/133 33/36  

291 
(1994 年) 

内分泌撹乱作
用が弱いとし
て、平成 12 年
度調査から除
いた 

3/261 0/140  4/20 0/11  ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙ
ﾍﾞﾝｼﾞﾙ 

○ 

0/144 0/130  10/133 19/36  

3 
(1994 年) 

内分泌撹乱作
用が弱いとし
て、平成 12 年
度調査から除
いた 

39/261 14/140 2/114 6/20 2/11 0/13 

ﾌﾀﾙ酸ｴｽ
ﾃﾙ類 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-
ﾌﾞﾁﾙ 

○ 
0/144 6/130  52/133 15/36  

17 
(1994 年)

12 
(1999 年) 

ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ
の可
塑剤 

文献で内分泌
撹乱作用が指
摘されている
物質 

44/261 18/140 ― 1/20 0/11 ― アジピ
ン酸類 

ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ
-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

○ 
11/144 0/130  11/144 5/36  

25 
(1986 年) 

ﾌﾟﾗｽ
ﾁｯｸ
の可
塑剤 

検出割合が少
ないため、平成
12 年度調査か
ら除いた 

109/261 63/140 43/131 19/20 9/11 11/14 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰ
ﾙＡ 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  
78/144 69/130  44/133 18/36  

260 
(1994 年)

355 
(1999 年) 

樹脂
の原
料 

 

2/261 ― ― 5/20 ― ― 

ｽﾁﾚﾝ 
ｽﾁﾚﾝﾓﾉﾏｰ 
ｽﾁﾚﾝ２及び
３量体 

× 

0/144 2/130  29/133 23/36  

2,621 
(1994 年) 

樹脂
の原
料 

内分泌撹乱作
用がはっきり
していないた
め、平成 11 年
度調査から除
いた 

189/261 100/140 70/131 11/20 5/11 2/14 人畜由
来ﾎﾙﾓﾝ 

17β－ｴｽﾄ 
ﾗｼﾞｵｰﾙ 
（ELISA 法）

 
92/144 ― ― 115/133 ― ― 

－ － 

 

注１）リスク評価の実施の欄に○印のある物質は、環境省が平成 12 年７月、10 月及び平成 13 年 3 月の内分泌攪乱化学物質問題検討会において、平成

12 年度に優先してリスク評価を実施するとして選定した物質である。物質の内分泌撹乱作用の評価については、検討中である。 

×印を付したｽﾁﾚﾝ 2 及び 3 量体と n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝは同検討会のリスク評価の対象物質から除かれている。 

注２）水質及び底質の検出数の数字は上段が国土交通省、下段が環境省でそれぞれ実施した調査結果を示す。 

注３）表中における国土交通省の調査結果の検出数は、平成 10 年度は後期調査、また平成 11 年度は秋期調査の結果を表示している。 

注 4）平成 12 年度は環境省も調査しているが、結果が公表されていないので空欄としている。 

注 5）年間生産量は、環境庁「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班中間報告書」<平成９年７月>及び通商産業省「化学工業統計年報」＜平

成 11 年＞による。 
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表１－３ 内分泌撹乱物質に関する実態調査の追加調査対象物質（１） 

  
 
物 質 名 

 
水質検出数 

  (検出下限値以上の地点数 
／調査地点数)  

 

 
底質検出数 

  (検出下限値以上の地点数 
／調査地点数)  

 

リ 
ス 
ク 
評 
価 
の 
実 
施 
H10 年度 H11 年度 H12 年度 H10 年度 H11 年度 H12 年度

年 
間 
生 
産 
量 
(千ｔ)

主な用途 摘要 

4-t- 1/5 2/12 0/14 1/5 2/11 1/14 

ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
 

42/144 1/130  0/133 1/36  
－ 

 

0/5 2/12 ― 0/5 0/11 ― 4-n- 
ﾍﾟﾝﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

 
0/144 0/130  0/133 0/36  

－ 

0/5 1/12 ― 0/5 0/11 ― 4-n- 
ﾍｷｼﾙﾌｪﾉｰﾙ 

 
0/144 0/130  0/133 0/36  

－ 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 4-n- 
ﾍﾌﾟﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

 
0/144 0/130  0/133 0/36  

－ 

界面活性剤
の原料／分
解生成物 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｼｸﾛ 
ﾍｷｼﾙ 

○ 
0/144 0/130  3/133 2/36  

－ 

0/5 0/12 ― 0/5 1/11 ― 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙ ○ 

0/144 5/130  1/133 0/36  
－ 

プラスチッ
クの可塑剤 

検出割合が
少ないため、
平成 12 年度
調査から除
いた 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a) 0/5 0/12 0/14 4/5 5/11 12/14 

ﾋﾟﾚﾝ 
 

0/144 0/130  103/133 32/36  
－ 
（非意図的
生成物） 

 

2,4-ｼﾞｸﾛﾛ 
0/5 2/12 ― 0/5 0/11 ― 

ﾌｪﾉｰﾙ 
 

12/144 25/130  2/133 0/36  

－ 染料中間体 

検出割合が
少ないため、
平成 12 年度
調査から除
いた 

ﾍﾞﾝｿﾞ 3/5 3/12 2/14 1/5 2/11 3/14 

ﾌｪﾉﾝ 
○ 

34/144 28/130  3/133 13/36  
－ 
医療品合成
原料、保香
剤等 

 

4- 0/5 1/12 ― 0/5 1/11 ― 

ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ 
 

2/144 6/130  0/133 1/36  
－ 
2,4-ｼﾞﾆﾄﾛﾄ
ﾙｴﾝなどの
中間体 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 
ｵｸﾀｸﾛﾛｽﾁﾚﾝ ○ 

0/144 0/130  0/133 0/36  
－ 
（有機塩素
系化合物の
副生成物） 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍﾟﾝﾁﾙ  

0/144 0/130  1/133 0/36  
－ 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾍｷｼﾙ  

0/144 0/130  1/133 1/36  
－ 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾌﾟﾛﾋﾟﾙ  

0/144 0/130  0/133 0/36  
－ 

（我が国で
は生産され
ていない） 

検出割合が
少ないため、
平成 12 年度
調査から除
いた 
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表１－３ 内分泌撹乱物質に関する実態調査の追加調査対象物質（２） 
 

水質検出数 
(検出下限値以上の地点数 

／調査地点数) 

 
底質検出数 

(検出下限値以上の地点数 
／調査地点数) 

 
  物 質 名 

リ 
ス 
ク 
評 
価 
の 
実 
施 
H10 年度 H11 年度 H12 年度 H10 年度 H11 年度 H12 年度 

年 
間 
生 
産 
量 
(千ｔ)

主な用途 摘要 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― 
n-ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ × 

1/144 1/130  0/133 3/36  
－ 
合成中間
体、液晶製
造用 

0/5 0/12 ― 0/5 0/11 ― ﾎﾟﾘ臭化 
ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類 

 
0/144 0/130  0/133 0/36  

－ 難燃剤 

検出割合が
少ないため、
平成 12 年度
調査から除
いた 

― 4/12 ― ― 2/11 ― 
17α- 
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 

 

― 46/130  ― 17/36  

－ － 

内分泌撹乱
作用が弱い
として、平成
12 年度調査
から除いた 

― 5/11 ― ― 5/11 ― 17β－ 
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（GC/MS 法） 

 
― 85/130  ― 28/36  

－ － 

平成 12 年度
は測定方法
を LC/MS 法
へ変更した 

― ― 1/14 ― ― 1/14 17β－ 
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（LC/MS 法） 

 
 ― ―  ― ―  

－ － 
 

― 2/12 0/14 ― 1/11 1/14 ｴﾁﾆﾙ 
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 

 
 ― 2/130  ― 1/36  

－ 
合成ｴｽﾄﾛ
ｼﾞｪﾝ（ﾋﾟﾙ）

 

ｴｽﾄﾛﾝ  ― ― 5/14 ― ― 8/14  －  

― ― ― 4/5 0/11 ― 
ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ ○ 

2/144 11/130  62/133 32/36  
－ 底質のみ 

実施 

― ― ― 0/5 0/11 ― 
ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ ○ 

1/144 1/130  11/133 9/36  
－ 

船底塗料、
防汚剤 

底質のみ 
実施 

― ― ― 3/5 3/11 ― ﾎﾟﾘ塩化 
ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ類 

 
136/144 114/130  108/133 35/36  

－ 
コンデン
サ、変圧器 

底質のみ 
実施 
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２．調査方針 
 2-1．調査の基本方針 

 本調査の基本方針は、以下のとおりとした。 
① 水環境中の内分泌攪乱作用が疑われている物質の実態の把握 
② 内分泌攪乱作用が疑われている物質による水生生物への影響の把握 
③ 内分泌攪乱作用が疑われている物質の流域から河川への流入実態の把握 
④ 流域における内分泌攪乱作用が疑われている物質の発生源の推定 
⑤ 河川及び下水道における対策の検討 
 なお、本調査の実施にあたっては、対象水域、対象物質、分析方法、調査時期等
について、内分泌攪乱物質の全国一斉調査を実施している環境省等と連携を図り、
調査を行うものとした。 

 
 2-2．平成 12 年度の調査方針 

平成 12 年度調査は、上記の基本方針をふまえ、平成 11 年度に引き続き、一級河
川の直轄管理区間の水環境中において、内分泌攪乱作用が疑われている物質の実態
調査を実施した。また、流域からの河川への流入実態把握と河川における挙動解明
をするための調査、及び魚類（コイ）への影響調査を実施した。 
調査は水質、底質調査を９～11 月に、魚類調査を 10～11 月に実施し、流入実態
調査は 12～１月にそれぞれ実施した。 
 
○水質調査（９～12 月実施） 
今後監視方針を作成する場合の監視地点及び項目を選定する目的から、平成 10
年度及び 11 年度の全国調査において測定した項目のうち、多くの地点で検出さ
れた物質及び環境省が平成 12 年度に優先してリスク評価に取り組む物質として
かかげた物質のうちで、これまでの水質の全国調査で検出例のある 4-t-オクチ
ルフェノールとフタル酸ジ-n-ブチルについて、全国 109 水系の代表地点におい
て継続的な水質調査を実施した。 
○底質調査（９～11 月実施） 
同じ地点で底質の検出傾向及び水質、底質と魚類の関係を把握するため、主要河
川９河川（阿武隈川、江戸川、多摩川、綾瀬川、信濃川、北陸荒川、庄内川、淀
川、筑後川）の代表地点１４地点において、水質調査と同じ調査対象物質につい
て調査を実施した。 
○流入実態調査（12～１月実施） 
内分泌撹乱物質として疑いのある物質の流域からの河川への流入実態把握と、河
川における挙動解明を目的とし、平成10年度に実施した「水環境における内分泌
撹乱化学物質に関する実態調査」において検出された化学物質を対象に、平成11
年度には河川への流入経路を把握するとともに、河川中における動態についても
検討した。その結果に基づき、平成11年度調査で対象としなかった排出源である
支川、樋管の水質を新たに測定し、物質の本川に対する負荷量を把握するととも
に、採水試料を室内で静置又は撹拌した場合の濃度変化を調べ、河川中における
挙動の検討の基礎資料とした。 
河川内における各物質の変化を把握するために、河川内での分解、溶出等による
対象物質の減少、増加を確認することを目的として、①河川水のみ ②河川水＋
底泥の２ケースの室内実験を行った。 
○魚類調査（10～11 月実施） 
内分泌撹乱物質の監視方針作成のための基礎資料として魚体への影響を把握す
る目的で、平成 10 年度と平成 11 年度の調査でビテロゲニン濃度の河川での傾向
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に違いがあるため、平成 11 年度の調査結果を考慮して地点を選定し、コイの成
魚を捕獲し、血清中のビテロゲニンの測定及び魚体の観察を実施した。 

 
 2-3．平成 12 年度の調査スケジュール 

本年度の調査は、以下のスケジュールで実施した。 
 

 
                          ･平成 11 年度調査結果検討 
  ７月                 第６回流域水環境研究会     ・調査結果のとりまとめ・公表 

・平成 12 年度調査方針、調査内容等の検討 
                           
 
 
 ９～１月            春 期 調 査      ・水質調査、底質調査、流入実態調査、 
                                                    魚類調査  
                                                   
    
                                                  ・平成 12 年度調査結果検討 
 ６月           第７回流域水環境研究会      ・調査結果のとりまとめ・公表 
                                                  ・平成 13 年度調査方針、調査内容等の検討 
 
  

 
            図２－１  平成１２年度調査スケジュール 

 

平成 12 年度調査 
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３．調査概要 
  調査の構成は、以下に示すとおりであり、概要を表３－１に示す。 
 
 
（１）水質調査                     内分泌攪乱作用が疑われている物質の実態の把

握 

                                       

（２）底質調査               内分泌攪乱作用が疑われている物質の実態の把

握    

                                       

（３）流入実態調査                内分泌攪乱作用が疑われている物質の流域から

河川への流入実態の把握及び河川における挙動

の解明      

 

（４）魚類調査                     内分泌攪乱作用が疑われている物質による水生

生物への影響の把握  

                              
表３－１  平成１２年度調査の概要 

調査項目 調査地点等 調査内容 

基本調査
対象物質 

実態調査結果を考慮
し、選定した地点 
109 水系、131 地点 

５物質(4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾌﾀﾙ
酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A､17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵ
ｰﾙ(ELISA 法))について水質分析 

水質調査 

追加調査
対象物質 

主要９河川、14 地点 
 

６物質(4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ､
ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ､17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法)､
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､ｴｽﾄﾛﾝ)の水質分析 

基本調査
対象物質 

５物質(4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾌﾀﾙ
酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ､ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A､17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵ
ｰﾙ(ELISA 法))についての底質分析 

底質調査 

追加調査
対象物質 

主要９河川、14 地点 
 

６物質(4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ､ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ､
ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ､17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法)､
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ､ｴｽﾄﾛﾝ)の底質分析 

流入実態調査 平成 11 年度の調査結
果を考慮して選定 
２水系（多摩川、淀川） 

流域からの河川への影響の把握及び物
質挙動解明のための調査を実施 

魚類調査 平成 10 年度、平成 11
年度の実態調査結果を
考慮して選定 
５河川、10 地点 

コイの成魚を捕獲し、血清中のビテロ
ゲニンの測定 
同時に、水質、底質調査を実施(水質・
底質ともに基本調査対象物質５物質に
加え、追加調査対象物質６物質につい
ての分析) 
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3-1．調査地点 
  調査地点は、表３－２に示すとおりである。 

表３－２ 調査地点総括表                        

全国調査 
（水質調査） １０９水系 河川１３１地点 

代表河川調査 
（水質・底質調査） 

９河川（阿武隈川、江戸川、綾
瀬川、多摩川、信濃川、北陸荒
川、庄内川、淀川、筑後川） 

河川 １４地点 

流入実態調査 ２河川（多摩川、桂川） 

多摩川：本川５地点 
    支川５地点 
桂川 ：本川７地点 
    支川５地点 

魚類調査 ５河川（阿武隈川、綾瀬川、多
摩川、北陸荒川、筑後川） 河川 １０地点 

  
3-2.調査対象物質等 
3-2.1 水質・底質調査 
1)水質基本調査対象物質 
監視方針を作成する上での検出項目、頻度を検討するため、12 年度の調査対象物質
は、平成 10 年度及び 11 年度の全国調査において、多くの地点で検出されたビスフェノ
ールＡと 17β－エストラジオール(ELISA 法)、さらに環境省が平成１２年度に優先して
リスク評価に取り組む物質としてかかげた物質のうちで、これまでの全国調査で検出さ
れた物質である、4-t-オクチルフェノール、ノニルフェノール及びフタル酸ジ-ｎ-ブチ
ルを基本調査対象物質として選定した。なお、平成 11 年度の基本調査対象物質から、
今回は 4-ｎ-オクチルフェノール、フタル酸ジ-2-エチルへキシル、フタル酸ブチルベ
ンジル、及びアジピン酸ジ-2-エチルへキシルを、検出割合及び内分泌撹乱作用を考慮
して削除した。 
  水質基本調査対象物質を表３－３に示す。 

表３－３ 水質基本調査対象物質 

分   類 No 物 質 名 主 な 用 途 

１ ４-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ類 

２ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

 界面活性剤の原料／ 
  分解生成物  

ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙ類 ３ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ  ﾌﾟﾗｽﾁｯｸの可塑剤 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ ４ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  樹脂の原料 

人畜由来ﾎﾙﾓﾝ ５ 17β－ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(ELISA 法)  注）       － 

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙを基本調査対象物質とした場合の測定方法は、ELISA法と呼ばれる抗原抗体反
応を利用した方法であり、17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ以外に抗体と反応する物質が測定値に含まれる可能性が
ある。 
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2)水質追加調査対象物質 
  主要９河川（阿武隈川、江戸川、多摩川、綾瀬川、信濃川、北陸荒川、庄内川、淀川、
筑後川）の代表地点においては、基本調査対象物質に加えて、追加調査対象物質として、
過去に実施した追加調査対象物質１３物質のうち、検出された事例の多い 4-t-ブチル
フェノール、ベンゾ(a)ピレン及びベンゾフェノンの他に、17β－エストラジオール
（LC/MS 法）とエストロゲン作用を持つエチニルエストラジオールとエストロンを追加
して調査した。 
水質追加調査対象物質を表３－４に示す。 

表３－４ 水質追加調査対象物質 

Ｎｏ           物 質 名            主 な 用 途 

１ 4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 界面活性剤の原料／分解生成物 

２ ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 石油等燃焼生成物 

３ ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 医療品合成原料、保香剤等 

４ 17β－ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法)  注） 人畜由来ホルモン 

５ ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 合成エストロゲン（ピル） 

６ ｴｽﾄﾛﾝ 人畜由来ホルモン 

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙを追加調査対象物質とした場合の測定方法は、LC/MS法による方法であり、17
β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙを特定して測るものである。 
 
3)底質調査 
  底質調査は、主要河川９河川（阿武隈川、江戸川、多摩川、綾瀬川、信濃川、北陸荒
川、庄内川、淀川、筑後川）の代表地点１４地点において実施した。調査対象物質は、
基本調査対象物質に加えて、表３－４に示す６物質を追加調査対象物質として調査した。 
 
3-2.2 流入実態調査 
調査対象物質は、平成 11 年度流入実態調査に引き続きノニルフェノール、ビスフェ
ノールＡ、17β-エストラジオール（ELISA 法）、17β-エストラジオール（LC/MS 法）、
エストロン、及びノニルフェノールの前駆物質であるノニルフェノールエトキシレート
の６物質を対象とした。 
 室内実験の調査対象物質は、ノニルフェノール（ＮＰ）・ノニルフェノールエトキシ
レート（ＮＰＥＯ）、ビスフェノールＡ、エストロゲンとした。実験に供与した水、底
泥は多摩川３地点(拝島橋、多摩川橋および関戸橋)、桂川２地点(久我井堰、一号井堰)
で採取した。 
 
3-2.3 魚類調査 
コイの血清中のビテロゲニンの測定及び魚体の観察を実施した。
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４．河川における調査 
 4-1．水質・底質調査 
  4-1.1 調査方法 
    1)採水・採泥方法 
 試料の採水・採泥にあたっては、調査対象物質がプラスチックの可塑剤など身の
回りの製品に広く使用されている物質であるため、周辺環境の汚染に細心の注意を
払う必要がある。このため、採水・採泥に用いる試料ビンは、あらかじめ分析機関
において十分洗浄を行ったものを使用した。また、採水器具に合成樹脂のバケツや
ロートなどを用いず、ステンレス製の素材のものを用いたり、直接、試料ビンに採
取するなど細心の注意を払った。 
  
 2)分析方法 
調査対象物質の分析方法は、環境省の「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニ
ュアル(平成 10 年 10 月)」等に定める方法を原則とした。 

 
表４－１ 水質調査対象物質の分析方法の概要 

物 質 名 試験方法 
検出下限値 
(μg/L) 

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0.01 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

固相抽出後、酢酸ﾒﾁﾙ溶出・濃縮後ﾍｷｻ
ﾝに転溶、脱水乾固後、KOH 存在下でｴﾁ
ﾙ化して GC/MS-SIM で測定 0.1 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加えてﾍｷｻﾝ抽出後、窒素気
流で濃縮、脱水して、GC/MS-SIM で測
定 

0.2 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定 0.01 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ（ELISA 法） 
固相抽出後抱合体分解処理は行わず、
ｼﾞﾒﾁﾙｽﾙﾎｷｼﾄﾞ(DMSO)に転溶後 ELISA 法
で測定 

0.0002 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定 0.01 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 0.01 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 

塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加えてﾍｷｻﾝ抽出後、脱水・
濃縮後、GC/MS-SIM で測定 0.01 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法) 
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
ｴｽﾄﾛﾝ 

固相抽出・ｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ後、濃縮・乾固
し、ﾒﾀﾉｰﾙに溶解させ、LC/MS で測定 

0.0005 

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS法)、ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ、及びｴｽﾄﾛﾝの分析法は別途にマ
ニュアルを作成し定めた。 
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表４－２ 底質調査対象物質の分析方法の概要 

物  質  名 試験方法 
検出下限値 
（μg/kg） 

4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 1.0 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 

ﾒﾀﾉｰﾙ抽出後 NaCl 溶液転溶、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ抽
出し乾固後、KOH 存在下でｴﾁﾙ化、ｹﾝ化後
ｶｶﾗﾑｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌで精製し、GC/MS-SIM で測
定 3.0 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ抽出後 GPC ｶﾗﾑで精製し、濃縮後 
 GC/MS-SIM で測定 

25 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定 0.2 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ（ELISA 法） 
ﾒﾀﾉｰﾙ抽出後精製水を加え固相抽出、酢
酸ｴﾁﾙ・ﾒﾀﾉｰﾙで溶出後乾固、酸分解後乾
固、溶出させ ELISA 法で測定 

0.3 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ  4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ、ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙと同時測定     1.0 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 
ｱﾙｶﾘ分解後、ﾍｷｻﾝで抽出、脱水・濃縮後
ｶﾗﾑｸﾛﾏﾄで精製後、GC/MS-SIM で測定 1.0 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 
水蒸気蒸留後、留出液に塩化ﾅﾄﾘｳﾑを加
えﾍｷｻﾝ抽出、ｼﾘｶｹﾞﾙｶﾗﾑで精製後、
GC/MS-SIM 測定 

1.0 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS 法) 
ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
ｴｽﾄﾛﾝ 

ﾒﾀﾉｰﾙ抽出しｶﾗﾑｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ後、濃縮・乾固し、
ﾒﾀﾉｰﾙに溶解させ、LC/MS で測定 

0.05  

注）17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ(LC/MS法)、ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ、及びｴｽﾄﾛﾝの分析法は別途にマニュ
アルを作成し定めた。 
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  3)精度管理 
 本調査の対象となる物質は、非常に低濃度であるため、精度管理に細心の注意が
必要となる。このため調査の実施に当たっては、下記の精度管理を行った。 
  精度管理の方法を表４－３に示した。 
 

表４－３   精度管理方法 
項目 平成 12年度 

検出下限値 各分析機関における検出下限値の統一
をはかった。 

操作ブランク 分析操作の改善を通じて、操作ブランク
値の低減を図り、より汚染の少ない測定
条件を検討した。 

トラベルブランク
の測定 
 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｎﾌﾞﾁﾙにおいて一部の地域を除
き実施した。 

クロスチェック ２河川各１地点の試料を用いて実施し
た。対象物質は基本調査対象物質及び追
加調査対象物質として実施した。 

二重測定 一連の試料の 10％程度について二重測
定を実施した。 

 
4)測定値の表記 
 測定結果について、数値の表記は、検出下限値以上とし、検出下限値未満の測
定値は次のように表記することとした。 
  ＮＤ：検出下限値未満 

 
5)実施機関 
 調査の計画、実施方法の策定及び調査結果のとりまとめについては、（財）河川
環境管理財団が行った。 
 調査の実施は国土交通省の各地方整備局単位で行い、採水及び分析は、各地方整
備局から民間の採水及び分析機関に委託した。 
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4-1.2 調査結果 
    1)水質調査 
    ①基本調査対象物質の水質測定結果 
 全国の一級河川１０９水系（131地点）において、実施した水質調査による基本
調査対象物質（５物質）の測定結果を、表４－４～４－７と図４－１～４－７に示
す。 
  
a.全国調査の測定結果 
 各調査物質の検出濃度範囲及び検出割合を、表４－４～４－５に示す。 
 調査対象物質の中では、ビスフェノールＡが３割程度の調査地点で検出され、
4-t-オクチルフェノール及びノニルフェノールは１割程度の地点で検出された。フ
タル酸ジ-ｎ-ブチルは２地点以外検出されなかった。 
  また、人畜由来ホルモンの 17β-エストラジオール(ELISA 法)は５割を超える地
点で検出された。 
   
 調査地点がほぼ同じであった平成 11 年度秋期調査と比較すると、ノニルフェノ
ールは同様の検出割合であったのに対し、ビスフェノールＡ、フタル酸ジ-ｎ-ブチ
ル、及び 17β-エストラジオール(ELISA 法)では検出の割合に減少がみられた。 
５物質のうち最も多く検出されたのは 17β-エストラジオール(ELISA 法)、次い

でビスフェノールＡでありこの傾向は平成 11 年度と同じであった。  
 
全国１０９水系別の調査対象物質の測定結果は、表４－６に示すとおりである。 
ビスフェノールＡが３割程度の調査地点で検出され、4-t-オクチルフェノール及

びノニルフェノールは１割程度の地点で検出された。フタル酸ジ-ｎ-ブチルは２水
系以外検出されなかった。 
また、人畜由来ホルモンの 17β-エストラジオール(ELISA 法)は５割程度の地点
で検出され、水系別にみても同様の傾向となっている。 
 
調査対象物質別測定結果の図（図４－３～４－７）より明らかなように、4-t-

オクチルフェノールについては、平成 12 年度に検出された地点は、過年度調査で
検出された地点と同じであった。 
4-t-オクチルフェノールは綾瀬川の内匠橋では、比較的高濃度の値で調査開始年

度以降検出されていた。 
 
ｂ.主要９河川の測定結果 
 主要９河川において検出下限値以上が測定された地点は表４－７に示すとおり
である。 
５物質のうち最も多く検出されたのは 17β-エストラジオール(ELISA 法)、次い

でビスフェノールＡであり、フタル酸ジ-ｎ-ブチルは検出がみられないなど、主要
９河川でみても検出の傾向は、全国調査の測定結果と同様の傾向となっている。 
 
ｃ.考察 
 平成 10 年度の前期調査は、初めての全国調査であり、採水や分析について技術
的に習熟されていないため、測定値の信頼性が低いということに留意して検討を行
った。 
基本調査対象物質の物質の平成 10、11、12 年度の経年的な傾向を 12 年度と同じ
調査地点でみると、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル及びビスフェノール
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Ａについては経年的に減少していることが示唆された。（参考資料－１、表－１.
２参照） 
内分泌撹乱物質の検出率の減少として以下の要因が考えられる。 
フタル酸ジ-ｎ-ブチルの様に生産量（平成 6 年 17 千 t、平成 11 年 12 千 t）が減
少しており、環境中への排出も少なくなったと考えられるものもあるが、ビスフェ
ノールＡの様に生産量（平成 6年 260 千 t、平成 11 年 355 千 t）が増加している物
質でも検出が減少しており、事業所内処理による排出抑制等の可能性が考えられる。 
監視項目、測定頻度の設定にあたっては、使用量なども考慮して総合的に検討す
る必要がある。 
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注） 不検出 ： 平成10年度前期　0.1μg/L未満

　　　            平成10年度後期　0.03μg/L未満

　　　　　　　 　 平成11年度夏期、秋期、平成１２年度秋期　0.01μg/L未満

注） 不検出 ：平成10年度前期、平成11年度夏期、秋期、平成12年度秋期　0.1μg/L未満

　　　　　　　　平成10年度後期　0.03μg/L未満

図 4－1         調査対象物質別測定結果（基本調査対象物質）（１）
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図 4－2        調査対象物質別測定結果（基本調査対象物質）（２）
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表 ４－４ 全国調査における基本調査対象物質の測定結果（１） 
濃度範囲(μg/L) 

物 質 名 平成10年 
前期 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

1 
4-t- 
ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

ND(0.1未満)～
0.1 

ND(0.03未満)
～0.7 

ND(0.01未満)
～0.24 

ND(0.01未満)
～0.48 

ND(0.01未満)
～0.13 

２ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ND(0.1未満)～
1.9 

ND(0.03未満)
～3.0 

ND(0.1未満)～
2.0 

ND(0.1未満)～
3.3 

ND(0.1未満)～
1.0 

3 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
ND(0.2未満)～

1.3 
ND(0.2未満)～

0.8 
ND(0.2未満)～

0.6 
ND(0.2未満)～

0.4 
ND(0.2未満)～

0.2 

4 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  
ND(0.01未満)
～1.4 

ND(0.01未満)
～1.3 

ND(0.01未満)
～0.64 

ND(0.01未満)
～0.65 

ND(0.01未満)
～1.7 

5 
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（ELISA法） 

ND(0.0002未
満)～0.027 

ND(0.0002未
満)～0.024 

ND(0.0002未
満)～0.0098 

ND(0.0002未
満)～0.013 

ND(0.0002未
満)～0.010 

・ＮＤ：検出下限値未満 
・濃度範囲における( )は検出下限値を示す。 

表 ４－５ 全国調査における基本調査対象物質の測定結果（２） 
検出地点数／調査地点数 

物 質 名 平成10年 
前期 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

8/261 
(3.1%) 

24/261 
(9.2%) 

18/140 
(12.9%) 

10/131 
(7.6%) 

1 
4-t- 
ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

5/256 
(2%) 2/261 

(0.8%) 
1/261 
(0.4%) 

1/140 
(0.7%) 

1/131 
(0.7%) 

135/261 
(51.7%) 

２ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
110/256 
(43%) 52/261 

(19.9%) 

35/261 
(13.4%) 

19/140 
(13.6%) 

17/131 
(13.0%) 

3 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
69/256 
(27.0%) 

39/261 
(14.9%) 

28/261 
(10.7%) 

14/140 
(10.0%) 

2/114 
(1.8%) 

4 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  
147/256 
(57.4%) 

109/261 
(41.8%) 

115/261 
(44.1%) 

63/140 
(45.0%) 

43/131 
(32.8%) 

173/261 
(66.3%) 

138/261 
(52.9%) 

73/140 
(52.1%) 

52/131 
(39.7%) 

5 
４物質のいずれか
の検出 

203/256 
(79.3%) 132/261 

(50.6%) 
137/261 
(52.5%) 

72/140 
(51.4%) 

51/131 
(38.9%) 

6 
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（ELISA法） 

222/256 
(86.7%) 

189/261 
(72.4%) 

196/261 
(75.1%) 

100/140 
(71.4%) 

70/131 
(53.4%) 

      注）平成 12 年度は近畿地区のすべての調査地点と九州の２地点（小丸川・高城橋、大淀川・
相生橋）ではﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙの測定を実施していない。 

・検出地点数／調査地点数における( )は検出割合を示す。 
・4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10 年度前期から後期にかけて 0.1 から 0.03μg/L、10
年度後期から 11年度夏期にかけて 0.03から 0.01μg/Lに下がった。表中の[  ]外はそれぞれの測定時
における検出下限値でみた検出状況を、また[  ]内には平成 10年度前期の検出下限値（0.1μg/L）で
みた検出状況を記入した。 
・ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10 年度後期が 0.03μg/L と、それ以外の調査時期における
検出下限値（0.1μg/L）と異なるため、表中の 10年度後期には[  ]外に検出下限値を 0.03μg/Lとし
た検出状況を、また[  ]内は検出下限値を 0.1μg/Lとした検出状況を記入した。 
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表４－６  水系（１０９水系）別の測定結果 

 
 
 

4-t-ｵｸﾁﾙﾌ
ｪﾉｰﾙ 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ
-n-ﾌﾞﾁﾙ 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ A 
４物質のいず
れかの検出 

17β- 
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA 法) 

平成10年前期 3/109 55/109 24/109 66/109 91/109 93/109 

平成10年後期 4/109 
[1/109] 

64/109 
[24/109] 13/109 46/109 76/109 

[54/109] 70/109 

平成11年夏期 14/109 
[1/109] 22/109 18/109 42/109 53/109 

[53/109] 82/109 

平成11年秋期 11/109 
[1/109] 12/109 13/109 42/109 52/109 

[51/109] 72/109 

平成12年秋期 7/109 
[1/109] 14/109 2/97 35/109 44/109 

[43/109] 50/109 

注）平成 12 年度は近畿地区のすべての調査地点と九州の２地点（小丸川・高城橋、大淀川・相生橋）ではﾌﾀﾙ
酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙの測定を実施していないので 97 水系である。 

 
・検出下限値以上の地点が確認された水系数／調査水系数 
・4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10年度前期から後期にかけて 0.1から 0.03μg/L、10年度後期から

11年度夏期にかけて 0.03から 0.01μg/Lに下がった。表中の[  ]外はそれぞれの測定時における検出下限値でみ
た検出状況を、また[  ]内には平成 10年度前期の検出下限値（0.1μg/L）でみた検出状況を記入した。 
・ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10 年度後期が 0.03μg/L と、それ以外の調査時期における検出下限値
（0.1μg/L）と異なるため、表中の 10年度後期には[  ]外に検出下限値を 0.03μg/Lとした検出状況を、また[  ]
内は検出下限値を 0.1μg/Lとした検出状況を記入した。 
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表４－７  主要９河川別の測定結果 

 
 
 
 

 

・検出下限値以上の値が確認された地点数／調査地点数 
・網掛けの部分は、5回の調査において全て検出された水系 
・4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10年度前期から後期にかけて 0.1から 0.03μg/L、10年度後期から 11年度夏
期にかけて 0.03から 0.01μg/Lに下がった。表中の[  ]外はそれぞれの測定時における検出下限値でみた検出状況を、また[  ]
内には平成 10年度前期の検出下限値（0.1μg/L）でみた検出状況を記入した。 
・ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙについては、検出下限値が平成 10年度後期が 0.03μg/Lと、それ以外の調査時期における検出下限値（0.1μg/L）
と異なるため、表中の 10年度後期には[  ]外に検出下限値を 0.03μg/Lとした検出状況を、また[  ]内は検出下限値を 0.1μ
g/Lとした検出状況を記入した。 

上段  ：平成 10年度前期調査 
中上段：平成 10年度後期調査 
中段  ：平成 11年度夏期調査 
中下段：平成 11年度秋期調査 
下段  ：平成 12年度秋期調査 

4-t-ｵｸﾁﾙ
ﾌｪﾉｰﾙ ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ

-n-ﾌﾞﾁﾙ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA ４物質のいず
れかの検出

17β-
ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ
(ELISA法)

1/7 7/7 5/7 3/7 7/7 7/7
0/7 4/7[3/7] 0/7 4/7 4/7 5/7
0/7 2/7 0/7 4/7 4/7 6/7

2/4[0/4] 0/4 0/4 4/4 4/4 4/4
1/5[0/5] 1/5 0/5 3/5 3/5 5/5
1/5 0/5 5/5 5/5 5/5 5/5

1/5[0/5] 5/5[2/5] 2/5 5/5 5/5 5/5
江戸川 2/5[0/5] 3/5 0/5 5/5 5/5 5/5

1/1[0/1] 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
1/1[0/1] 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
1/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1
1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1

綾瀬川 1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
1/1 1/1 0/1 1/1 1/1 1/1
0/6 5/6 2/6 6/6 6/6 6/6

2/7[0/7] 6/7[5/7] 2/7 7/7 7/7 7/7
3/7[0/7] 2/7 0/7 6/7 6/7 7/7
0/4 0/4 0/4 2/4 2/4 3/4

2/3[0/3] 0/3 0/3 2/3 2/3 1/3
0/4 4/4 0/4 4/4 4/4 4/4
0/4 4/4[3/4] 0/4 3/4 4/4[3/4] 4/4

2/4[0/4] 2/4 1/4 4/4 4/4 2/4
0/3 0/3 0/3 3/3 3/3 3/3
0/3 0/3 0/3 1/3 1/3 2/3
0/2 1/2 0/2 2/2 2/2 2/2
0/2 2/2[0/2] 0/2 1/2 2/2[1/2] 1/2

北陸荒川 0/2 1/2 0/2 0/2 1/2 1/2
0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 0/1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
1/2 2/2 0/2 2/2 2/2 2/2
0/2 1/2[0/2] 1/2 2/2 2/2 2/2

庄内川 1/2[0/2] 1/2 0/2 1/2 1/2 2/2
1/2[0/2] 1/2 0/2 1/2 1/2 2/2
0/1 0/1 0/1 1/1 1/1 1/1
0/19 18/19 0/19 15/19 18/19 19/19

1/21[0/21] 19/21[9/21] 0/21 11/21 21/21[14/21] 19/21
0/21  2/21 0/21 10/21 10/21 17/21

4/10[0/10] 6/10 2/10 7/10 7/10 10/10
0/6 2/6 - 1/6 2/6 6/6
0/3 0/3 0/3 1/3 1/3 3/3
0/5 1/5[0/5] 0/5 0/5 1/5[0/5] 2/5
0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 1/5
0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 2/2
0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 1/2
4/49 37/49 13/49 39/49 46/49 49/49

5/54[1/54] 43/54[23/54] 5/54 34/54 47/54[37/54] 47/54
9/54[1/54] 14/54 1/54 31/54 32/54 41/54
9/28[1/28] 9/28 2/28 20/28 20/28 26/28
5/23[1/23] 5/23 　　0/17 注） 10/23 11/23 18/23

注）平成12年秋期は近畿地区の調査地点ではﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙの測定を実施していないので、主要９河川の合計は
　　１７河川である。

河川名

主要９河川の合計

主
要
９
河
川

多摩川

信濃川

阿武隈川

淀川

筑後川
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  ②追加調査対象物質の水質測定結果 
ａ.測定結果 

主要９河川の１４地点において実施した水質調査による追加調査対象物質の測定
結果を、表４－８～４－９、図４－８に示す。 
ベンゾフェノンは２地点で 17β-エストラジオール（LC/MS 法）は１地点でそれぞ
れ検出され、4-t-ブチルフェノール、ベンゾ（ａ）ピレン及びエチニルエストラジオ
ールは不検出であった。今年度調査で追加されたエストロンは５地点で検出された。
エストロンが高い値で検出された地点では、17β-エストラジオール（ELISA 法）も
高い値であった。   
ベンゾフェノンは毎年２～３地点で検出されている。平成 11 年度より調査を開始

した綾瀬川の内匠橋では、継続して比較的高濃度の値で検出されており、河川への産
業排水の恒常的な流入が疑われる。 

ｂ．考察 
4-t-ブチルフェノール、ベンゾフェノンについては、過年度に数は少ないものの検
出がみられた。検出された原因としては、これらの物質が洗剤や医療品の原料である
ため、産業排水等としての流入が考えられる。 
4-t-ブチルフェノールは検出される濃度は低く、平成 12 年度は検出されていない。
このような検出率が低く、検出濃度も低い物質は、今後監視の頻度を少なくすること
が可能と考えられる。 
追加調査対象物質のベンゾフェノンについては、数は少ないものの毎年検出されて
いるが、特定の河川しか調査していないので、全国的な検出状況を把握する必要性が
ある。 
ベンゾ（ａ）ピレンについては、自動車排ガス等、燃料の燃焼により非意図的に生
成される物質で、排出源は広く分布していると考えられるが、疎水性であるため水質
からは検出されにくく、実態調査結果でも検出されていないため、水質の監視項目と
しては選定する必要はないと考えられる。 
17β-エストラジオールについて ELISA 法と LC/MS 法の関係をみるため、LC/MS 法
の測定値が多い流入実態調査結果を用いこれらの相関を調べた。 
17β-エストラジオールの測定値は ELISA 法が LC/MS 法に比べ高い値であり、ELISA
法での測定値には 17β-エストラジオール以外の物質も含まれている可能性がある。
（図４－９参照） 
本来 ELISA 法の測定では、その測定法の原理によりエストロンは測定値に含まれな

いとされるが、ELISA 法での 17β-エストラジオールの値とエストロンの値の関係に
は、今回の調査結果でみる限り、ある程度の相関がみられる。（図４－10 参照） 
17β-エストラジオール（LC/MS 法）とエストロンは特定の河川しか調査していな
いので、全国的な検出状況を把握する必要性がある。また、これまでの 17β-エスト
ラジオール（ELISA 法）の測定値を評価するために ELISA 法の測定値が必要であり、
さらにデータの蓄積が必要である。 
エチニルエストラジオールは平成 12 年度は不検出であり、下水道調査でも不検出
なので、当面河川での水質監視項目とする必要はないと考えられる。 
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表４－８  追加調査対象物質の測定結果（１） 

濃度範囲(μg/L) 
物質名 平成10年 

前期 
平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ND(0.01未満) 
ND(0.01未満)
～0.01 

ND(0.01未満)
～0.03 

ND(0.01未満)
～0.04 

ND(0.01未満) 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ ND(0.01未満) ND(0.01未満) ND(0.01未満) ND(0.01未満) ND(0.01未満) 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 
ND(0.01未満)
～0.01 

ND(0.01未満)
～0.02 

ND(0.01未満)
～0.84 

ND(0.01未満)
～0.15 

ND(0.01未満)～
0.22 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（LC/MS法） 

- - - - 
ND(0.0005未満)
～0.0013 

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ - - - 
ND(0.0001未
満)～0.0009 

ND(0.0005未満) 

ｴｽﾄﾛﾝ - - - - 
ND(0.0005未満)
～0.0054 

・ＮＤ：検出下限値未満 
・濃度範囲におけ る( )は検出下限値を示す。 
・ 網掛けの部分は、検出された地点があることを示す。 
 
 

表４－９  追加調査対象物質の測定結果（２） 

検出地点数／調査地点数 
物質名 平成10年 

前期 
平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 0/5 1/5 2/12 2/12 0/14 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 0/5 0/5 0/12 0/12 0/14 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 2/5 3/5 3/12 3/12 2/14 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（LC/MS法） 

- - - - 1/14 

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ - - - 2/12 0/14 

ｴｽﾄﾛﾝ - - - - 5/14 

・網掛けの部分は、検出された地点があることを示す。 
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図４－８　調査対象物質別測定結果（水質：追加調査対象物質）
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※ 検出下限値未満の値は0として表示

図４－９    測定法の違いによる 17β-エストラジオール測定値の相関（流入実態調査河川水）

※ 検出下限値未満の値は0として表示

図４－10       17β-エストラジオール・ELISA法とエストロンの相関（流入実態調査河川水）
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2)底質調査 
主要９河川の１４地点において、実施した底質調査の測定結果は表４－10、表４
－１１、図４－１１、図４－１２に示すとおりである。 
河川の底質は、河床の状況、出水等の流況によりその性状は大きく異なることから、
今回の調査結果が、その河川の平均的な底質を示しているわけではないことに留意す
る必要がある。 
  ①基本調査対象物質の底質測定結果 
 ａ.測定結果 

各調査物質の検出濃度範囲及び検出割合を、表４－１０～４－１１に示す。 
ノニルフェノールは１０地点で、ビスフェノールＡは１１地点でそれぞれ検出さ

れ、4-t-オクチルフェノールと 17β-エストラジオール(ELISA 法)は２地点で検出
された。フタル酸ジ-ｎ-ブチルは不検出であった。 
 調査対象物質の中では、ノニルフェノール、ビスフェノールＡが多くの地点で検
出され、ノニルフェノールについては、一部の地点で比較的高濃度の値がみられる
など、平成 10 年度及び平成 11 年度の底質調査と同様の傾向を示した。 
  また、経年的に見た場合は、底質における調査対象物質別測定結果（図４－１３、
４－１４）より明らかなように、概ね検出率と物質の濃度に減少傾向がみられる。 
ｂ．考察 
平成 10 年度から 12 年度までの調査結果において、底質と水質との関係を図４― 

１５～４－１６に示す。 
今回の調査地点の中では、綾瀬川（内匠橋）で 4-t-オクチルフェノール、ノニ

ルフェノール、及びビスフェノールＡが水質、底質ともに高い値を示しているが、
その他の河川では水質と底質の関係は明確ではなく、監視をする上では、水質と底
質はそれぞれについて測定する必要がある。 
底質については、水質及び魚類調査の調査結果を監視方針の作成に反映させる上

で必要なデータであるが、まだ蓄積が少なく、汚染状況の把握が出来ていないため、
実態調査を継続する必要がある。 
  

表４－１０   底質調査における基本調査対象物質の測定結果（１） 

濃度範囲(μg/kg) 
物質名 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

4-t- 
ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

ND(1 未満)～ 
21 

ND(1 未満)～ 
92 

ND(1 未満)～ 
67 

ND(1 未満)～ 
59 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ND(3 未満)～ 

880 
ND(3 未満)～ 
2700 

ND(3 未満)～ 
1400 

ND(3 未満)～ 
1100 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
ND(25 未満)～ 

100 
ND(25 未満) ～ 

110 
ND(25 未満) ～ 

40 
ND(25 未満) 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  
ND(0.2 未満)～

11 
ND(0.2 未満)～

89 
ND(0.2 未満)～

26 
ND(0.2 未満)～

16 
17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（ELISA法） 

ND(0.3 未満)～ 
1.3  

ND(0.3 未満)～ 
1.0  

ND(0.3 未満)～ 
1.2  

ND(0.3 未満)～ 
0.4  

・ＮＤ：検出下限値未満 
・濃度範囲における( )は検出下限値を示す。 
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表４－１１   底質調査における基本調査対象物質の測定結果（２） 

検出地点数／調査地点数 
物質名 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

4-t- 
ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 

5/20  
 (25%) 

6/20  
 (30%) 

3/11 
(27%) 

2/14 
(14%) 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 
18/20  
 (90%) 

16/20  
 (80%) 

9/11  
 (82%) 

10/14  
 (71%) 

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 
6/20 
  (30%) 

4/20 
(20%) 

2/11 
(18%) 

0/13 
(0%) 

ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙＡ  
19/20 
  (95%) 

17/20 
  (85%) 

9/11 
(82%) 

11/14 
(79%) 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 
（ELISA法） 

11/20 
  (55%) 

5/20 
  (25%) 

5/11 
(45%) 

2/14 
(14%) 

注）平成 12 年度の淀川枚方大橋中央ではﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙの測定を実施していない。 
・検出地点数／調査地点数における( )は検出割合を示す。 
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図４－11　調査対象物質別測定結果（底質：基本調査対象物質）(1)
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図４－12　調査対象物質別測定結果（底質：基本調査対象物質）(2)
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図 4－13 底質における調査対象物質別濃度分布図（基本調査対象物質）（１） 
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 図 4－14 底質における調査対象物質別濃度分布図（基本調査対象物質）（２） 
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   注１）検出下限値未満の値は、検出下限値として表示
　　　　（水質・底質ともに検出下限値未満の場合は除く）

図 4－15　平成10～12年度の調査地点における水質と底質の相関（基本調査対象物質) (1)
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   注1）水質及び底質の低濃度地点を拡大した場合の分布
   注2）検出下限値未満の値は、検出下限値として表示

図 4－16　平成10～12年度の調査地点における水質と底質の相関（基本調査対象物質）(2)
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②追加調査対象物質の底質測定結果 
 ａ.測定結果 

主要９河川の１４地点において実施した追加調査対象物質の測定結果は、表４－
１２、図４－１７に示すとおりである。 
ベンゾ(a)ピレンは１２地点で、ベンゾフェノンは３地点でそれぞれ検出され、

4-t-ブチルフェノールは１地点で検出された。今年度調査で追加された、17β-エ
ストラジオール（LC/MS 法）とエチニルエストラジオールは１地点で検出され、エ
ストロンは８地点で検出された。 
 調査対象物質の中では、4-t-ブチルフェノール、及びベンゾフェノンは平成 10
年度及び 11 年度と同様の低い検出率であったのに対し、ベンゾ(a)ピレンは８割以
上の検出があり、平成 10 年度及び 11 年度と同様の高い検出率であった。 
ｂ．考察 
  ベンゾ(a)ピレンは、燃料の燃焼により非意図的に生成される物質で、自動車排
ガス等からも排出されるため環境中に広く分布していると考えられる。また、疎水
性であるため、排ガス粒子に吸着したまま底質に移行し水に溶出しにくいと考えら
れる。底質調査結果でも検出率が高く、今後監視方針を作成する上で、全国的な調
査をして実態を確認する必要がある。 
4-t-ブチルフェノール、及びベンゾフェノンは頻度は低いものの毎年検出されて

おり、これらの物質についても、さらにデータの蓄積が必要である。 
表４－１２  底質調査における追加調査対象物質の測定結果 

濃度範囲(μg/kg) 検出地点数／調査地点数 
物質名 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

平成10年 
後期 

平成11年 
夏期 

平成11年 
秋期 

平成12年 
秋期 

4-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 
ND(1未満) ～

1.4 
ND(1未満) 
～4.2 

ND(1未満) 
～2.4 

ND(1未満) 
～2.0 

1/5 2/11 2/11 1/14 

ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 
ND(1未満)～

39 
ND(1未満)～

27 
ND(1未満)
～170 

ND(1未満)～
27 

4/5 6/11 5/11 12/14 

ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾉﾝ 
ND(1未満)～

4.8 
ND(1未満)～
4.0 

ND(1未満)
～7.8 

ND(1未満)～
4.8 

1/5 3/11 2/11 3/14 

17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰ
ﾙ（LC/MS法） - - - 

ND(0.05未
満) ～0.07 

- - - 1/14 

ｴﾁﾆﾙｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ - - 
ND(0.01未
満) ～
0.17 

ND(0.05未
満) ～0.07 

- - 1/11 1/14 

ｴｽﾄﾛﾝ - - - 
ND(0.05未
満) ～0.92 

- - - 8/14 

・ＮＤ：検出下限値未満                 
・濃度範囲における( )は検出下限値を示す。 
・網掛けの部分は、検出された地点があることを示す。 
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図４-17　調査対象物質別測定結果（底質：追加調査対象物質）

4-t－ブチルフェノール

3
1

0 0 0

9

0 0
1 1

9

1
0

1
0

13

0 0
1

0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

不検出 1.0～1.5 1.5～2.0 2.0～3.0 3.0以上

濃度範囲（μｇ/kｇ）

頻
度

Ｈ10後 Ｈ11夏 Ｈ11秋 Ｈ12秋

検
出
下
限
値

ＮＤ（1.0未満）

ベンゾ(a）ピレン

1 1 1 1 1

5

1
2 2

1

6

1 1
0

22
4

2
3 3

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

不検出 1.0～5.0 5.0～10.0 10.0～20.0 20.0以上

濃度範囲（μｇ/kｇ）

頻
度

Ｈ10後 Ｈ11夏 Ｈ11秋 Ｈ12秋

検
出
下
限
値

ＮＤ（1.0未満）

ベンゾフェノン

4

0 0 0
1

8

0
2

0
1

9

0 0
1 1

11

1
0 0

2

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

不検出 1.0～1.5 1.5～2.0 2.0～3.0 3.0以上

濃度範囲（μｇ/kｇ）

頻
度

Ｈ10後 Ｈ11夏 Ｈ11秋 Ｈ12秋

検
出
下
限
値

ＮＤ（1.0未満）



 

 － 40 －  
 

 4444----2222．流入実態調査．流入実態調査．流入実態調査．流入実態調査    
4444----2.12.12.12.1 調査方法調査方法調査方法調査方法    
1)1)1)1)調査時期調査時期調査時期調査時期 
平成 12 年 12 月～平成 13 年１月 

 
2)2)2)2)採水方法採水方法採水方法採水方法    
各調査地点において６時間毎に４回採水し、各々を分析した。本川の調査地点に

おいては、河川の横断方向に３あるいは５カ所でそれぞれ採水した試水を混合して
１検体とした。 
多摩川および桂川の調査地点を図４－１８に示す。 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１８図４－１８図４－１８図４－１８            調査地点調査地点調査地点調査地点    

    
3)3)3)3)分析方法分析方法分析方法分析方法    
調査対象物質の分析方法は、環境省の「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニ
ュアル(平成 10 年 10 月)」等に定める方法に準拠した。 
ただし、ノニルフェノールの前駆物質であるノニルフェノールエトキシレートに
ついては、表４－１３に示す方法によって行った。また、本調査ではノニルフェノ
ールエトキシレートの側鎖であるオキシエチレン鎖の付加数(n)の１～８を対象と
して個別分析を行った。 

 
表４－１３ ノニルフェノールエトキシレートの分析方法 

物 質 名 試験方法 検出下限値 （μg/L） 

ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｴﾄｷｼﾚｰﾄ 固相抽出後ﾒﾀﾉｰﾙ溶出し、HPLC-FLD で測定 0.1 

（１）　多摩川（１）　多摩川（１）　多摩川（１）　多摩川 （２）　桂川（２）　桂川（２）　桂川（２）　桂川

●

km
●

●

km

●

新坂下排水樋管 富士見町排水樋管 4.7
km

●

西羽束師川 km

宮前橋　宮前橋　宮前橋　宮前橋　 ●

(水は流れていない)

km

根川 ● km
36.8km地点36.8km地点36.8km地点36.8km地点

km

水無瀬川

●

礫間接触

3.1

淀排水樋門

4.9

（水は流れていない）

鳥羽排水樋門

      鳥羽排水樋門

大山崎排水樋門

元開排水樋門

小畑川

小泉川

立川錦町処理場
残堀川

多摩川上流処理場

鴨川合流後1.5km　

3.5

鴨川

一号井堰　

一号井堰直下　

堰

関戸橋　関戸橋　関戸橋　関戸橋　

四ッ谷本宿用

久我井堰　久我井堰　久我井堰　久我井堰　

羽束師石樋樋門

水垂排水樋門

三川合流前　三川合流前　三川合流前　三川合流前　

2.1

2.2

拝島橋排水樋管

鴨川合流直後　鴨川合流直後　鴨川合流直後　鴨川合流直後　

堰

拝島橋　拝島橋　拝島橋　拝島橋　

拝島橋右岸排水路

日野用水堰

(水は流れていない) (水は流れていない)

野水掘排水樋管
堰

風早排水樋門

堰

多摩大橋　多摩大橋　多摩大橋　多摩大橋　

八王子処理場

2.7

日野排水樋管

谷地川

浅川
北多摩２号処理場

程久保川

浅川処理場
堰

中央道多摩川橋　中央道多摩川橋　中央道多摩川橋　中央道多摩川橋　
国立谷保排水樋管

緑川排水樋管
洛西処理場

鳥羽処理場

　　　　

　　　　

　　　　
樋管調査地点

凡　例

下水処理場
調査地点

  ● 本川調査地点

支川調査地点
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4444----2.22.22.22.2 調査結果調査結果調査結果調査結果    
 調査結果を以下に示す。これらの調査結果は流量測定や水質分析における誤差を
含むものであること、河川内での調査対象物質の変化には未解明の部分が多いとい
う制約の下で考察を行っていることおよび調査した流域内の下水道普及率が高い
ことに十分留意する必要がある。 
 また、分析値の整理に当たっては、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2
として扱ったため、支川、樋管からの流入負荷量の割合には推測値が含まれている。
なお、検出下限値未満の測定値を 0とした場合についても検討を行ったが、流入負
荷量の割合等の傾向は同様であった。 

 
1)1)1)1)多摩川水系における調査多摩川水系における調査多摩川水系における調査多摩川水系における調査    
①水収支①水収支①水収支①水収支 
多摩川における水収支の調査結果を図４－１９に示す。 

    
a.河川流量 
平成 12 年度調査における河川流量は、調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)
において、平成 11 年度よりやや多かった(図 4-19ⅰ)参照)。 

 
b.流入水の流量と河川流量 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)および各区間での支川等からの流入水
の流量の合計と、本川の各地点における流量の増加量はほぼ同一であった(図 4-19
ⅱ)参照)。 

 
c.流入水量の割合 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)における流入水量のうち、下水処理場か
らの放流水量が最も多く 50％を占め、次いで支川の 46％、樋管の４％の順であっ
た(図 4-19ⅲ)参照)。 

 
d.考察 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)、各区間毎ともに、支川等からの流入水
の流量の合計と本川流量の増加量はほぼ同一であり、水収支は概ねとれていると考
えられた。 
今回追加した樋管流入量が流入水量全体に占める割合は４％と小さかった。    
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図４－１９図４－１９図４－１９図４－１９        多摩川における流量の調査結果多摩川における流量の調査結果多摩川における流量の調査結果多摩川における流量の調査結果((((水収支水収支水収支水収支))))    

ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量

ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合
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注)上図は、支川、樋管、下水処理場の流入地点、およびその位置関係を示す。以下同様。注)上図は、支川、樋管、下水処理場の流入地点、およびその位置関係を示す。以下同様。注)上図は、支川、樋管、下水処理場の流入地点、およびその位置関係を示す。以下同様。注)上図は、支川、樋管、下水処理場の流入地点、およびその位置関係を示す。以下同様。
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②一般水質項目②一般水質項目②一般水質項目②一般水質項目((((ＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－Ｐ))))    
多摩川における一般水質項目(ＳＳ：懸濁物質、ＴＯＣ：全有機炭素、Ｔ－Ｐ：

全リン)の調査結果を図４－２０に示す。 
    
a.河川濃度 
ＳＳ、ＴＯＣおよびＴ－Ｐともに拝島橋地点の河川濃度は比較的低く、多摩大橋
において比較的高くなっていた。また、流下に伴う濃度変化の傾向は項目毎に異な
っていた(図 4-20(1)～(3)ⅰ)参照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算出した場合、各区間におい
て、拝島橋通過負荷量と拝島橋より当該区間下流端までの流入負荷量の和と当該区
間下流端通過負荷量とを比較すると、ＳＳ、ＴＯＣについては前者より後者が多い
区間または、前者より後者が少ない区間がみられた(図 4-20(1)～(2)ⅱ)参照)。 
また、Ｔ－Ｐは全区間において両者の間に良い一致がみられた(図 4-20(3)ⅱ)参
照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)における流入負荷量に占める各流入源
の割合をみると、ＳＳは支川が 66%を占めており、ＴＯＣ、Ｔ－Ｐについては、下
水処理場からの流入負荷量が 80%前後を占めていた(図 4-20(1)～(3)ⅲ)参照)。 

 
d.考察 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合、負荷量収支からみ
てＳＳ、ＴＯＣおよびＴ－Ｐの河川内の増減において、各項目間の明瞭な関連はみ
られなかった。また、Ｔ－Ｐについては負荷量収支がとれていたものの、ＳＳやＴ
ＯＣは、河川内での変化がみられ、巻き上げや沈降、分解等の影響が考えられた。 
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図４－２０図４－２０図４－２０図４－２０ (1) (1) (1) (1)        多摩川における一般多摩川における一般多摩川における一般多摩川における一般水質項目の調査結果水質項目の調査結果水質項目の調査結果水質項目の調査結果((((ＳＳＳＳＳＳＳＳ))))    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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　　　　　　　　：樋管等からの流入
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図４－２０図４－２０図４－２０図４－２０ (2) (2) (2) (2)        多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果((((ＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣ))))    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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図４－２０図４－２０図４－２０図４－２０ (3) (3) (3) (3)        多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果多摩川における一般水質項目の調査結果((((Ｔ―ＰＴ―ＰＴ―ＰＴ―Ｐ))))    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)
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：上流区間からの流入負荷量 ：区間内における流入負荷量

：各地点における通過負荷量

　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅲ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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③ノニルフェノール③ノニルフェノール③ノニルフェノール③ノニルフェノール((((ＮＰＮＰＮＰＮＰ))))    
多摩川におけるノニルフェノール(以下、ＮＰと略す)の調査結果を図４－２１に

示す。    
    
a.河川濃度 
ＮＰの河川濃度は、本川の全地点で検出下限値未満であった(図 4-21ⅰ)参照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
本川におけるＮＰの河川濃度が検出下限値未満であり、流入負荷量においても検

出下限値未満の測定値を含んでいたことから、検出下限値未満の測定値を検出下限
値の 1/2 の値とした場合、0 とした場合の 2 ケースを参考値として算出するにとど
めた(図 4-21ⅱ)、ⅲ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)における流入負荷量に占める各流入源
の割合をみると、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定した場合、
下水処理場からの流入負荷量は 65％を占めていた(図 4-21ⅳ)参照)。なお、検出下
限値未満の測定値を 0 として算出したときの下水処理場からの流入負荷量が占め
る割合は 74％であった(図 4-21ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると野水堀排水樋管で 2.4μg/L と高い濃度が確認
された(図 4-21ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
河川内におけるＮＰの濃度は、検出下限値未満の測定値のみであり、河川内での
変化については不明であった。 
流入負荷量については、下水処理場からの負荷の他に特定の樋管において高濃度
かつ大きな負荷が認められ、流入源、流域の特性等を調査する必要があると考えら
れた。 
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図４－２１図４－２１図４－２１図４－２１        多摩川におけるノニルフェノール多摩川におけるノニルフェノール多摩川におけるノニルフェノール多摩川におけるノニルフェノール((((ＮＰＮＰＮＰＮＰ))))の調査結果の調査結果の調査結果の調査結果    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化（参考図）（参考図）（参考図）（参考図）

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。

　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入

H12(ND=ND/2) H12(ND=0)
H11 検出下限値(=0.1)
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④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート((((ＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯ))))    
多摩川におけるノニルフェノールエトキシレート(以下、ＮＰＥＯと略す)の調査

結果を図４－２２～４－２３に示す。    
    
a.河川濃度 
ＮＰＥＯの河川濃度は、本川の全地点で検出下限値未満の測定値を含んでいた。

(図 4-22ⅰ)参照)。 
 
b.流入負荷量と通過負荷量 
本川におけるＮＰＥＯの河川濃度が検出下限値未満であり、流入負荷量において

も検出下限値を含んでいたことから、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2
の値とした場合、0 とした場合の 2 ケースを参考値として算出するにとどめた(図
4-22ⅱ)、ⅲ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合、調査対象とした全区間
(拝島橋～関戸橋)における流入負荷量に占める各流入源の割合をみると、樋管が
39％を占めており、下水処理場からの流入負荷量は 38％であった(図 4-22ⅳ)参照)。
なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出したときの樋管が占める割合は 55％、
下水処理場からの流入負荷量が占める割合は 34％であった(図 4-22ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみるとＮＰと同様に野水堀排水樋管で 63μg/L と高い
濃度が確認された(図 4-22ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
河川内におけるＮＰＥＯの濃度は、全地点で検出下限値未満の値を含んでおり、
河川内での変化については不明であった。 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合、流入負荷量につい
ては、ＮＰと同様に特定の樋管において、今回調査した流入源の中では高濃度かつ
大きな負荷が認められ、流入源、流域の特性等を調査する必要がある。流入負荷全
体に対して下水処理場からの負荷が占める割合はＮＰより小さかった。 
ＮＰＥＯは、分解してＮＰに形態変化することが知られている。本調査で得られ
たＮＰＥＯが、河川内で全てＮＰに分解した(１モルのＮＰＥＯから１モルのＮＰ
が生成)と仮定してＮＰに換算すると、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2
で算出した場合、多摩川橋より下流において減少傾向がみられた(図 4-23ⅱ)参照)。 
なお、ＮＰＥＯは、ノニルフェノキシエトキシ酢酸(以下、ＮＰＥＣと略す)にも
分解していくことが知られているが、今回の調査では把握していないため、今後、
ＮＰＥＣを含めた形態把握を行うことが必要である。 
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図４－２２図４－２２図４－２２図４－２２        多摩川におけるノニルフェノールエトキシレート多摩川におけるノニルフェノールエトキシレート多摩川におけるノニルフェノールエトキシレート多摩川におけるノニルフェノールエトキシレート((((ＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯ))))の調査結果の調査結果の調査結果の調査結果    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化（参考図）（参考図）（参考図）（参考図）

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）（参考図：NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入

注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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図４図４図４図４－２３－２３－２３－２３        多摩川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値多摩川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値多摩川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値多摩川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。

　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入
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⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ    
多摩川におけるビスフェノールＡの調査結果を図４－２４に示す。    

    
a.河川濃度 
平成 12 年度調査の濃度は平成 11 年度調査とほぼ同程度であった(図 4-24ⅰ)参
照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の1/2として算定すると、各区間において、
拝島橋通過負荷量と拝島橋より当該区間下流端までの流入負荷量の和と当該区間
下流端通過負荷量とを比較すると、拝島橋、多摩川橋、36.8km 地点、関戸橋の各
地点において前者より後者が小さい値を示した(図 4-24ⅱ)参照)。 
なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出した場合の負荷量収支は、検出下
限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合と同じ傾向であった(図 4-24ⅲ)
参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
調査対象とした全区間(拝島橋～関戸橋)における流入負荷量に占める各流入源
の割合をみると、下水処理場からの流入負荷量は 89％を占めていた(図 4-24ⅳ)参
照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0 として算出したときも下水処理場からの
流入負荷量が占める割合は同じであった(図 4-24ⅴ)参照)。 
主な流入源の濃度をみると多摩川上流処理場が高かった(図 4-24ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合の負荷量収支から、

また、桂川の調査でも河川内で減少傾向であることを考慮すると、河川内で分解等
が示唆された。 
拝島橋～多摩大橋区間で流入負荷量が大きく増加したのは、流入流量が多く、放

流水濃度が 0.69μg/L と高かった多摩川上流処理場の影響と考えられたが、国土交
通省が、平成 10～12 年度に別途行った下水処理場(延べ 154 処理場)の処理水の濃
度範囲が ND(＜0.01)～0.52μg/L であることから、今回の調査における下水処理場
の放流状況が代表的な負荷量かどうか、確認を行っていく必要があると考えられた。 
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図４－２４図４－２４図４－２４図４－２４        多摩川におけるビスフェノールＡの調査結果多摩川におけるビスフェノールＡの調査結果多摩川におけるビスフェノールＡの調査結果多摩川におけるビスフェノールＡの調査結果 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。 　流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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⑥エストロゲン⑥エストロゲン⑥エストロゲン⑥エストロゲン    
多摩川における 17β－エストラジオール(ELISA 法)、17β－エストラジオール 
(LC/MS 法)およびエストロンの調査結果を図４－２５（１）～（３）に示す。    

    
○○○○17171717β－エストラジオβ－エストラジオβ－エストラジオβ－エストラジオールールールール(ELISA(ELISA(ELISA(ELISA 法法法法))))    
a.河川濃度 
拝島橋では検出下限値未満であったが、多摩川橋、関戸橋では平成 11 年度調査
より高い濃度を示し、拝島橋～多摩大橋区間で濃度が高くなり、多摩大橋より下流
では低くなっていく傾向がみられた(図 4-25(1)ⅰ)参照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
各区間において、拝島橋通過負荷量と、拝島橋より当該区間下流端までの流入負
荷量の和は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定すると、拝島
橋、多摩大橋、多摩川橋において、当該地点での通過負荷量より少なかった(図
4-25(1)ⅱ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0 として算出したときの傾向
は、検出下限値の 1/2 とした場合と変わらなかった(図 4-25(1)ⅲ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
全流入負荷量に対する下水処理場からの流入負荷量の割合が 93％を占めた。(図
4-25(1)ⅳ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0 として算出したときの下水
処理場からの流入負荷量が占める割合は同じであった(図 4-25(1)ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると、下水処理場以外の流入源では日野排水樋管、
根川で比較的高濃度を示した(図 4-25(1)ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
本調査では、拝島橋、多摩大橋、多摩川橋の各区間において、拝島橋通過負荷量

と、拝島橋より当該区間下流端までの流入負荷量の和より当該区間下流端通過負荷
量が高い傾向を示し、河川内での増加が示唆された。この増加傾向の原因は不明で
あり、今後の検討が必要である。 
流入負荷量については、下水処理場からの負荷が大きかったが、排水量が少ない

が濃度が高く、負荷量としては小さくない樋管がみられたことから、樋管の流入源、
流域の特性等を調査する必要があると考えられた。また、河川内での形態の変化に
ついても確認が必要と考えられた。    
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○○○○17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(LC/MS(LC/MS(LC/MS(LC/MS 法法法法))))    
a.河川濃度 
全体的に17β－エストラジオール(ELISA法)より１オーダー低い濃度となってお
り、検出下限値未満であった拝島橋以外の、多摩大橋、多摩川橋、36.8km 地点、関
戸橋の各地点では、ほぼ同じ濃度であった(図 4-25(2)ⅰ)参照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
各区間において、拝島橋通過負荷量と、拝島橋より当該区間下流端までの流入負
荷量の和は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定すると、全区
間で当該区間下流端通過負荷量より少なく、河川内での増加傾向が示唆された(図
4-25(2)ⅱ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0 として算出したときの傾向
は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合と同様であった(図
4-25(2)ⅲ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算出した場合、下水処理場か
らの流入負荷量が占める割合は 51%であり、次いで支川が 35％を占めていた(図
4-25(2)ⅳ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0 として算出したときの下水
処理場からの流入負荷量が占める割合は 56%であった(図 4-25(2)ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度は、日野排水樋管で比較的高濃度を示した(図 4-25(2)
ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
本調査では、各区間において、拝島橋通過負荷量と、拝島橋より当該区間下流端

までの流入負荷量の和より当該区間下流端通過負荷量が高い傾向を示し、河川内で
の増加が示唆された。増加傾向の原因について、今後の検討が必要である。 
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○エストロン○エストロン○エストロン○エストロン    
a.河川濃度 
17β－エストラジオール(ELISA 法)とほぼ同じ濃度であり、拝島橋～36.8km 地点
区間では 17β－エストラジオール(ELISA 法)と同様の濃度変化を示したが、36.8km
地点～関戸橋区間で高くなった(図 4-25(3)ⅰ)参照)。 

 
b.流入負荷量と通過負荷量 
各区間において、拝島橋通過負荷量と、拝島橋より当該区間下流端までの流入負
荷量の和は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定すると、概ね
全区間で当該区間下流端通過負荷量より少なく、河川内での増加傾向が示唆された
(図 4-25(3)ⅱ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出したときの傾
向は、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合と同様であった(図
4-25(3)ⅲ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
全流入負荷量に対して下水処理場からの流入負荷量が 84%を占めた(図 4-25(3)
ⅳ)参照)。 
なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出したときの下水処理場からの流入
負荷量が占める割合は同じであった (図 4-25(3)ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると、下水処理場以外の流入源では日野排水樋管、
緑川排水樋管、根川で比較的高濃度を示した(図 4-25(3)ⅵ)参照)。 

 
d.考察 
本調査では、17β－エストラジオール(ELISA 法)と同様に、各区間において、概

ね拝島橋通過負荷量と、拝島橋より当該区間下流端までの流入負荷量の和より当該
区間下流端通過負荷量が高い傾向を示し、河川内での増加が示唆された。この増加
傾向について、今後の検討が必要である。 
また、流入負荷量についても、17β－エストラジオール(ELISA 法)と同様の傾向

がみられた。    
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図４－２５（１）図４－２５（１）図４－２５（１）図４－２５（１）        多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（17171717β－エストラジオーβ－エストラジオーβ－エストラジオーβ－エストラジオールルルル(ELISA(ELISA(ELISA(ELISA 法法法法))))）））） 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入

注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。



 

 － 58 －  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

図４－２５（２）図４－２５（２）図４－２５（２）図４－２５（２）        多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（多摩川におけるエストロゲンの調査結果（17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(LC/MS(LC/MS(LC/MS(LC/MS 法法法法))))））））    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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：上流区間からの流入負荷量 ：区間内における流入負荷量

：各地点における通過負荷量
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　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入

注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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図４－２５（３）図４－２５（３）図４－２５（３）図４－２５（３）        多摩川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）多摩川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）多摩川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）多摩川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）（NDの扱いを0とした場合）

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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検出下限値(=0.0005)
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：上流区間からの流入負荷量 ：区間内における流入負荷量

：各地点における通過負荷量
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　　　　　　　　：下水処理場
　　　　　　　　：支川
　　　　　　　　：樋管等からの流入
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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    2)2)2)2)淀川水系における調査淀川水系における調査淀川水系における調査淀川水系における調査    
①水収支①水収支①水収支①水収支    
桂川における流量の調査結果を図４－２６に示す。    

    
a.河川流量 
平成 12 年度調査における河川流量は全区間(久我井堰～三川合流前)において、
平成 11 年度よりやや多かった(図 4-26ⅰ)参照)。 

    
b.流入水の流量と河川流量 
調査対象とした全区間(久我井堰～三川合流前)および各区間での支川等からの
流入水の流量の合計と、本川の各地点における流量の増加量はほぼ同一であった
(図 4-26ⅱ)参照)。 

    
c.流入水量の割合 
調査対象とした全区間(久我井堰～三川合流前)における流入水量のうち、下水処
理場からの放流水量が最も多く 53％を占め、次いで支川の 43％、樋管の４％の順
であった(図 4-26ⅲ)参照)。 

    
d.考察 
全区間(久我井堰～三川合流前)、各区間毎ともに、支川等からの流入水の流量の
合計と本川流量の増加量はほぼ同一であり、水収支は概ねとれていると考えられた。 
調査区間の流入水量の割合は多摩川と同様であり、下水処理場からの放流水量が
５割程度、樋管からの流入流量の割合は４％と小さかった。 
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図４－２６図４－２６図４－２６図４－２６        桂川における流量の調査結果桂川における流量の調査結果桂川における流量の調査結果桂川における流量の調査結果((((水収支水収支水収支水収支)))) 

ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化ⅰ)河川流量の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量ⅱ)各地点の流入水の流量と河川流量

ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合ⅲ)流入水量の割合
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②一般水質項目②一般水質項目②一般水質項目②一般水質項目((((ＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－ＰＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－Ｐ))))    
桂川における一般水質項目(ＳＳ、ＴＯＣ、Ｔ－Ｐ)の調査結果を図４－２７に示

す。    
    
a.河川濃度 
ＳＳの河川濃度は久我井堰で最も低濃度を示し、鴨川合流直後に高くなり、その
後は流下に伴い低下した。ＴＯＣ、Ｔ－Ｐについては、鴨川合流直後まではＳＳと
同様の傾向を示したが、流下に伴う大きな低下はみられなかった(図 4-27(1)～(3)
ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
負荷量収支では、ＳＳ、ＴＯＣおよびＴ－Ｐともに各区間において、久我井堰通
過負荷量と久我井堰より当該区間下流端までの流入負荷量の和に対して当該区間
下流端通過負荷量は小さい値を示し、特にＳＳはその傾向が強かった(図 4-27(1)
～(3)ⅱ)参照)。 

 
c.流入負荷量の割合 
調査対象とした全区間(久我井堰～三川合流前)における流入負荷量に占める各
流入源の割合をみると、ＳＳは支川が 98%を占めており、ＴＯＣ、Ｔ－Ｐについて
は、下水処理場からの流入負荷量が 70%前後を占めていた(図 4-27(1)～(3)ⅲ)参
照)。 
 
d.考察 
負荷量収支において、ＳＳ、ＴＯＣおよびＴ―Ｐは桂川の河川内での減少傾向が

示され、特にＳＳは多摩川では区間によって増加、減少傾向を示したのに対し、桂
川では流下に伴い減少が大きく、河川内における沈降等が考えられた。 
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図４－２７図４－２７図４－２７図４－２７ (1) (1) (1) (1)        桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果((((ＳＳＳＳＳＳＳＳ))))    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合
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図４－２７図４－２７図４－２７図４－２７ (2) (2) (2) (2)        桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果桂川における一般水質項目の調査結果((((ＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣ))))    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合
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図４－２７図４－２７図４－２７図４－２７ (3) (3) (3) (3)        桂川桂川桂川桂川における一般水質項目の調査結果における一般水質項目の調査結果における一般水質項目の調査結果における一般水質項目の調査結果((((Ｔ―ＰＴ―ＰＴ―ＰＴ―Ｐ)))) 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)については、その値を検出下限値の1/2として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"をつけて示した。 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"をつけて示した。 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"をつけて示した。 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"をつけて示した。
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③ノニルフェノール③ノニルフェノール③ノニルフェノール③ノニルフェノール((((ＮＰＮＰＮＰＮＰ))))    
桂川におけるＮＰの調査結果を図４－２８に示す。    

    
a.河川濃度 
平成 12 年度の河川濃度は、鴨川合流直後、宮前橋、三川合流前の各地点ともに
平成 11 年度とほぼ同程度であった(図 4-28ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の1/2として算出すると、各区間において、

久我井堰通過負荷量と久我井堰より当該区間下流端までの流入負荷量の和と当該
区間下流端通過負荷量とを比較すると、本川の全区間において前者より後者が大き
い値を示した(図 4-28ⅱ)参照)。 
なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出した場合の負荷量収支は、検出下

限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合と同じ傾向であった(図 4-28ⅲ)
参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
調査対象とした全区間(久我井堰～三川合流前)における流入負荷量に占める各
流入源の割合をみると、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定す
ると、下水処理場からの流入負荷量が 60％を占め、次いで支川の 35％であった(図
4-28ⅳ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0としても、下水処理場からの流
入負荷量、支川からの流入負荷量が占める割合はほぼ同じであった(図 4-28ⅴ)参
照)。 
また、主な流入源の濃度をみると、水垂排水樋門が 1.6μg/L、元開排水樋門が
0.8μg/L と今回調査した流入源の中では高かった(図 4-28ⅵ)参照)。 

    
d.考察 
本調査では、各区間において、久我井堰通過負荷量と久我井堰より当該区間下流
端までの流入負荷量の和より当該区間下流端での通過負荷量が高い傾向を示し、河
川内での増加が示唆され、この増加傾向について、今後の検討が必要である。 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合、全流入負荷量に対
する下水処理場からの流入負荷量の割合は 60％を占めており、多摩川と同程度で
あった。 
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図４－２８図４－２８図４－２８図４－２８        桂川におけるノニルフェノール桂川におけるノニルフェノール桂川におけるノニルフェノール桂川におけるノニルフェノール((((ＮＰＮＰＮＰＮＰ))))の調査結果の調査結果の調査結果の調査結果    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート④ノニルフェノールエトキシレート((((ＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯ))))    
桂川におけるＮＰＥＯの調査結果を図４－２９～４－３０に示す。    

    
a.河川濃度 
平成 12 年度調査における河川濃度は、鴨川合流直後、宮前橋では平成 11 年度調
査結果と同じであり、久我井堰、三川合流前では平成 11 年度調査と比較して低い
値を示した(図 4-29ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
ＮＰＥＯの負荷量収支においては、各区間において、久我井堰通過負荷量と久我

井堰より当該区間下流端までの流入負荷量の和と当該区間最下流端通過負荷量と
を比較するとほぼ同じであったが、分析精度を考慮して、検出下限値未満の測定値
を検出下限値の 1/2 の値とした場合、0 とした場合の 2 ケースについて参考値とし
て算出するにとどめた(図 4-29ⅱ)、ⅲ)参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算定した場合、調査対象とし
た全区間(久我井堰～三川合流前)の流入負荷量に占める各流入源の割合をみると、
下水処理場からの流入負荷量、支川からの流入負荷量がそれぞれ 45%前後を占めて
いた(図 4-29ⅳ)参照)。なお、検出下限値未満の測定値を 0としても下水処理場か
らの流入負荷量、支川からの流入負荷量が占める割合はほぼ同じであった(図 4-29
ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみるとＮＰと同様に水垂排水樋門で 53μg/L、元開排
水樋門で 22μg/L と今回調査した流入源の中では高い値を示した(図 4-29ⅵ)参照)。 

    
d.考察 
河川内におけるＮＰＥＯの変化は、検出下限値未満の測定値を含んでおり、その
傾向については不明であった。 
ノニルフェノキシエトキシ酢酸(ＮＰＥＣ)等の分解過程の中間生成体について
は調査を行っておらず、ＮＰの変化については不明である。 
多摩川と同様に本調査で得られたＮＰＥＯが、河川内で全てＮＰに分解した場合
に生成するＮＰに換算すると、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出
した場合では、三川合流前において減少傾向がみられた(図 4-30ⅱ)参照)。 
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図４－２９図４－２９図４－２９図４－２９        桂川におけるノニルフェノールエトキシレート桂川におけるノニルフェノールエトキシレート桂川におけるノニルフェノールエトキシレート桂川におけるノニルフェノールエトキシレート((((ＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯ))))の調査結果の調査結果の調査結果の調査結果 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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図４－３０図４－３０図４－３０図４－３０        桂川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値桂川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値桂川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値桂川におけるＮＰＥＯのノニルフェノール換算値    
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⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ⑤ビスフェノールＡ    
桂川におけるビスフェノールＡの調査結果を図４－３１に示す。    

    
a.河川濃度 
平成 12 年度調査の濃度は平成 11 年度調査とほぼ同程度であり、流下に伴い高く
なる傾向を示した(図 4-31ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算出した場合、各区間におい

て、久我井堰通過負荷量と久我井堰より当該区間下流端までの流入負荷量の和と当
該区間下流端通過負荷量とを比較すると、本川の全区間において前者より後者が小
さい値を示した(図 4-31ⅱ)参照)。 
なお、検出下限値未満の測定値を 0として算出した場合の負荷量収支は、検出下

限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 とした場合と同じ傾向であった(図 4-31ⅲ)
参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合、調査対象とした全
区間(久我井堰～三川合流前)の流入負荷量に占める各流入源の割合をみると、下水
処理場からの流入負荷量が 66％を占めていた(図 4-31ⅳ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると羽束師石樋樋門(洛西処理場の放流水が含まれ
る)が 0.13μg/L と今回調査を行った流入源の中では高い値を示した(図 4-31ⅴ)参
照)。 

    
d.考察 
負荷量収支から、多摩川の調査結果と同様に河川内での減少傾向が示され、河川
内での分解等が示唆された。 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 で算出した場合、全流入負荷量に対
する下水処理場からの流入負荷量の割合は 66%と大きかったが、多摩川よりは低い
割合を示した。 
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図４－３１図４－３１図４－３１図４－３１        桂川におけるビスフェノールＡの調査結果桂川におけるビスフェノールＡの調査結果桂川におけるビスフェノールＡの調査結果桂川におけるビスフェノールＡの調査結果 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)
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⑥エストロゲン⑥エストロゲン⑥エストロゲン⑥エストロゲン    
桂川における 17β－エストラジオール(ELISA 法)、17β－エストラジオール

(LC/MS 法)およびエストロンの調査結果を図４－３２（１）～（３）に示す。    
    
○○○○17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(ELISA(ELISA(ELISA(ELISA 法法法法))))    
a.河川濃度 
平成 11 年度では流下に伴い、河川濃度が低下する傾向を示したが、平成 12 年度
調査は流下に伴い濃度が高くなる傾向を示した(図 4-32(1)ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
全ての区間において、久我井堰通過負荷量と久我井堰より当該区間下流端までの
流入負荷量の和が、当該区間下流端通過負荷量より多く、河川内で減少傾向を示し
た。(図 4-32(1)ⅱ)参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
全流入負荷量に対する下水処理場からの流入の割合は 74％を占めた(図 4-32(1)
ⅲ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると、今回調査を行った流入源の中では下水処理場
(鳥羽排水樋門、羽束師石樋樋門)からの流入水が高かった(図 4-32(1)ⅳ)参照)。 

    
d.考察 
河川内で減少傾向を示し、分解等の可能性が考えられ、多摩川とは負荷量収支の
傾向が逆のパターンを示した。 
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○○○○17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(LC/MS(LC/MS(LC/MS(LC/MS 法法法法))))    
a.河川濃度 
本川の全地点で検出下限値未満であった(図 4-32(2)ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
負荷量収支においては、分析精度を考慮して、検出下限値未満の測定値を検出下

限値の 1/2 の値とした場合、0 とした場合について参考値として算出するに留めた
(図 4-32(2)ⅱ)、ⅲ)参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
全流入負荷量に対する下水処理場からの流入負荷量の割合は、検出下限値未満の
測定値を検出下限値の 1/2 で算出すると 83%、検出下限値未満の測定値を 0で算出
するとほぼ 100%を占めていた(図 4-32(2)ⅳ)、ⅴ)参照)。 

    
d.考察 
河川内における変化については、本川の全地点で測定濃度が検出下限値未満であ
り不明であった。 
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○エストロン○エストロン○エストロン○エストロン    
a.河川濃度 
17β－エストラジオール(ELISA 法)とほぼ同じ濃度を示し、変化傾向も同様であ
った(図 4-32(3)ⅰ)参照)。 

    
b.流入負荷量と通過負荷量 
検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 の値とした場合、0とした場合とも
に、17β－エストラジオール(ELISA 法)と同様、全ての区間において、久我井堰通
過負荷量と久我井堰より当該区間下流端までの流入負荷量の和が、当該区間下流端
通過負荷量より多く、河川内で減少傾向を示した。(図 4-32(3)ⅱ)、ⅲ)参照)。 

    
c.流入負荷量の割合 
全流入負荷量に対する下水処理場からの流入負荷量の割合は、検出下限値未満の
測定値を検出下限値の 1/2 の値とした場合、0 とした場合ともに、88%を占めてい
た(図 4-32(3)ⅳ)、ⅴ)参照)。 
また、主な流入源の濃度をみると、今回調査を行った流入源の中では下水処理場 
(鳥羽排水樋門、羽束師石樋樋門)からの流入水が高かった(図 4-32(3)ⅵ)参照)。 

    
d.考察 
17β－エストラジオール(ELISA 法)同様、河川内で減少傾向を示し、河川内での
分解等が示唆され、多摩川とは負荷量収支の傾向が逆のパターンを示した。 
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図４－３２（１）図４－３２（１）図４－３２（１）図４－３２（１）        桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(ELISA(ELISA(ELISA(ELISA 法法法法))))）））） 

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量

ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合ⅲ)流入負荷量の割合

ⅳ)主な流入源の濃度ⅳ)主な流入源の濃度ⅳ)主な流入源の濃度ⅳ)主な流入源の濃度
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図４－３２（２）図４－３２（２）図４－３２（２）図４－３２（２）        桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（桂川におけるエストロゲンの調査結果（17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(LC/MS(LC/MS(LC/MS(LC/MS 法法法法))))））））    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化（参考図）（参考図）（参考図）（参考図）

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）（参考図：NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合）

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)(参考図：NDの扱いを0とした場合)

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度

　流入源の濃度は、ほとんどが検出下限値未満(ND)であった。
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　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
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　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。
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図４－３２（３）図４－３２（３）図４－３２（３）図４－３２（３）        桂川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）桂川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）桂川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）桂川におけるエストロゲンの調査結果（エストロン）    

ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化ⅰ)河川濃度の縦断的な変化

ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅱ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)

ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量ⅲ)各地点の流入負荷量と通過負荷量(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合ⅳ)流入負荷量の割合(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合)(NDの扱いを検出下限値の1/2とした場合) ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合ⅴ)流入負荷量の割合(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)(NDの扱いを0とした場合)

ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度ⅵ)主な流入源の濃度
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注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、注)測定濃度が検出下限値未満(ND)の場合は、ⅰ)については、その値を検出下限値の1/2とした場合と、
　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。　 0とした場合の2ケースで算出。ⅱ)、ⅳ)、ⅵ)については、その値を検出下限値の1/2として算出。
 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。 　ⅲ)、ⅴ)については、0として算出した。
 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には 　検出下限値未満の値が含まれる平均濃度には"＜"を、検出下限値未満の値が含まれる負荷量には
　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。　 流入源名称の後に"＊"をつけて示した。

H12(ND=ND/2) H12(ND=0)
検出下限値(=0.0005)
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[[[[流入実態調査結果語句流入実態調査結果語句流入実態調査結果語句流入実態調査結果語句説明説明説明説明]]]]    

 
 流入実態調査結果の図４－１９～４－３２における語句説明を下記に示す。 
 
○ 河川流量 ：本川の各地点における流量。6時間毎に 4回測定した流量の平均値。 
 
○ 区間 ：河川内の各調査地点とその直上流の調査地点の間をいう。 
 
○ 上流区間からの流入水の流量 
   ：調査区間最上流部の河川流量と、最上流部と当該区間に挟まれる区間

の全ての流入水の流量を加算したもの。 
 
○ 区間内における流入水の流量 
   ：各区間内における、支川、樋管、下水処理場からの流入水の流量につ

いて 6時間毎に 4回測定したものの平均値。 
 
○ 上流区間からの流入負荷量 
   ：調査区間最上流部の通過負荷量と、最上流部と当該区間の間の区間に

流入する全ての負荷量を加算したもの。支川、樋管、下水処理場から
の負荷量は 6時間毎に 4回測定した流量に、各物質の水中濃度を各々
掛け合わせ加重平均値を求めた上で、1 日当たりの量に換算し各物質
の負荷量とした。 

 
○ 区間内における流入負荷量 
   ：各区間内における、支川、樋管、下水処理場から流入する負荷量を合

計したもの。負荷量の算定方法は上と同じ。 
 
○ 河川濃度 ：本川の各地点における河川水中の各物質の濃度について、6時間毎に 4

回測定したものの加重平均値。 
 
○ 流入源の濃度 
 ：支川、樋管、下水処理場からの流入水中の各物質の濃度について、6

時間毎に 4回測定したものの加重平均値。 
 
○ 通過負荷量 ：本川の各地点において 6 時間毎に 4 回測定した流量に、各物質の水中

濃度を各々掛け合わせ加重平均値を求めた上で、1 日当たりの量に換
算し各物質の通過負荷量とした。 

 
○ ＜    ：各物質の平均濃度算出に際し、4回の測定結果のうち、1回以上の検出

下限値未満の測定結果を含むことを示す。 
 
○ ＊    ：支川、樋管、下水処理場から流入する各物質の負荷量算出に際し、4

回の測定結果のうち、1 回以上の検出下限値未満の測定結果を含むこ
とを示す。 

 
○ 参考図  ：以下の条件に該当する場合、測定精度の観点から参考図として作成し

た。 
（１）河川濃度の縦断的な変化のグラフについて、本川内において、４

回の分析した測定値に検出下限値未満の値(ND)が１回以上含まれ
た地点が、複数点みられる場合。 

（２）各地点の流入負荷量と通過負荷量のグラフにおいて、対象とした
物質のうち内分泌攪乱物質等について、以下の３条件のうちの 1



 

 － 80 －  
 

つ以上に該当する場合。 
①通過負荷量算定に必要な河川濃度の縦断的な変化のグラフにつ
いて、本川内において、４回の分析した測定値に検出下限値未満
の値(ND)が１回以上含まれた地点が、複数点みられる場合。 

②検出下限値未満の測定値の取り扱いを、検出下限値の 1/2、0 と
した場合に、河川内での増加・減少の傾向が変わる場合。 

③検出下限値の下の１桁の数値まで使って計算すると、河川内での
増減の傾向が変わる場合。 
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  4444----2.32.32.32.3 室内実験室内実験室内実験室内実験    
        1)1)1)1)実験方法実験方法実験方法実験方法    

本実験は以下に示す２ケースの実験を行った。 
ケース １．河川水のみ（総量、溶存態について測定） 

２．河川水＋底泥（溶存態について測定） 
 
実験に供与した水、底泥は多摩川３地点(拝島橋、多摩川橋および関戸橋)、桂川

２地点(久我井堰、一号井堰)で採取した。両ケースとも５Ｌまたは１０Ｌの試料ビ
ンを用いて、河川水のみまたは河川水と底泥を分注した。河川水＋底泥の場合、底
泥１Ｌに対し河川水を４Ｌの割合で泥を巻き上げないように注意しながら加えた。
両ケースともに活性炭を通した空気を先細のガラス管を使用して弱く通気し、好気
条件を保った。底泥があるケースでは底泥を巻き上げないように注意しながら通気
した。試料は恒温(10℃および 20℃)の、暗条件で一定時間後に採水･分析を行った。
対象物質量のうち総量（懸濁態+溶存態）は採水試料を、溶存態はろ過試料をそれ
ぞれ分析して算定した。ろ過には 1μm のグラスファイバーフィルターを用い、ろ
液をろ過試料とした。 
なお、河川水のみのケースについては、分解・吸着等による水中濃度の低下が予
想されたので、実験期間を通じて検出下限値を下回らないよう、実験開始時に標準
物質を定量下限値の 10～30 倍添加して実験を行った。 

   
以下に、実験結果を示す。 

 
2)2)2)2)実験結果実験結果実験結果実験結果    
①ノニルフェノール①ノニルフェノール①ノニルフェノール①ノニルフェノール((((ＮＰＮＰＮＰＮＰ))))・・・・ノニルフェノールエトキシレートノニルフェノールエトキシレートノニルフェノールエトキシレートノニルフェノールエトキシレート((((ＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯＮＰＥＯ))))    

 
a.実験結果 
ＮＰ、ＮＰＥＯの室内実験結果については、多摩川、桂川の各地点ともに同じ傾
向を示した。河川水のみを用いたケースの実験結果例(多摩川関戸橋、桂川久我井
堰)を図４－３３に示す。日数の経過とともに水中のＮＰ、ＮＰＥＯの濃度は低下
した。 
また、河川水と底泥を用いたケースでは、供試底泥中のＮＰ濃度は多摩川関戸橋
8、桂川久我井堰 18μg/kg-dry、ＮＰＥＯ（ｎ＝1～8）濃度は多摩川関戸橋 82、桂
川久我井堰 470μg/kg-dry であったが、実験期間中の水中濃度の増加はみられなか
った。 

 
b.考察 
小森ら：非イオン界面活性剤(NPnE0)の生分解.第 34 回日本水環境学会年会講演
集(平成 12 年)によるとＮＰＥＯは、好気的条件下でオキシエチレン鎖の重合度が
小さくなり(オキシエチレン鎖(n)が減少する)、最終的にノニルフェノールモノエ
トキシレート、ノニルフェノキシモノエトキシ酢酸まで酸化分解する。 
その後嫌気分解することでＮＰが生成されるとの報告もあり、実験における水中
のＮＰ、ＮＰＥＯの変化からみて、水中においてＮＰ、ＮＰＥＯが分解されている
可能性が考えられた。 
但しＮＰとＮＰＥＯの変化については、今回の実験では好気条件で行ったこと、
ノニルフェノキシエトキシ酢酸の分析は行っていないこと等から十分な解析は困
難であり、今後確認が必要と考えられた。 
河川水と底泥を用いたケースでは溶出や分解、吸着が考えられるが、今回供試し
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た底泥濃度では水中濃度の増加はみられなかったことから、結果として河川水中に
明確な影響はないものと考えられた。 
なお、今回の実験結果からは、当該物質の分解や底泥等への吸着の機構について
の評価は困難であった。 

 
(1)(1)(1)(1)        多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋    

(10(10(10(10℃℃℃℃))))    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (2) (2) (2) (2) 桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰    

                         (10 (10 (10 (10℃℃℃℃))))    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）本実験は、標準物質を添加して行っており、河川水とは初期濃度が異なる。 

図４－３３図４－３３図４－３３図４－３３    室内実験結果室内実験結果室内実験結果室内実験結果((((河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：10101010℃／ＮＰ、ＮＰＥＯ℃／ＮＰ、ＮＰＥＯ℃／ＮＰ、ＮＰＥＯ℃／ＮＰ、ＮＰＥＯ))))    

    

    

②ビスフェノールＡ②ビスフェノールＡ②ビスフェノールＡ②ビスフェノールＡ    
 
a.実験結果 
ビスフェノールＡの室内実験結果については多摩川、桂川の各地点ともに
向を示した。河川水のみを用いたケースの実験結果例(多摩川関戸橋、桂川
堰)を図４－３４に示す。日数の経過とともに水中濃度が低下する傾向がみ
河川水と底泥を用いたケースでは、供試底泥中のビスフェノールＡ濃度は
関戸橋 3.9、桂川久我井堰 3.4μg/kg-dry であったが実験期間中の水中濃度
はみられなかった。 

 
b.考察 
今回の実験結果からみると、日数の経過とともに濃度が低下する傾向が
水中での分解等による減少の可能性が考えられた。 
河川水と底泥を用いたケースでは溶出や分解、吸着が考えられるが、今回
た底泥濃度では水中濃度の増加はみられなかったことから、結果として河川
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明確な影響はないものと考えられた。なお、今回の実験結果からは、底泥からの溶
出、分解および底泥への吸着等の機構についての検討は困難であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    (1) (1) (1) (1) 多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋                                (2) (2) (2) (2) 桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰    

注）本実験は、標準物質を添加して行っており、河川水とは初期濃度が異なる。    

図４－３４図４－３４図４－３４図４－３４    室内実験結果室内実験結果室内実験結果室内実験結果((((河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：10101010℃／ビスフェノールＡ℃／ビスフェノールＡ℃／ビスフェノールＡ℃／ビスフェノールＡ

 
 

③エストロゲン③エストロゲン③エストロゲン③エストロゲン    
 
a.実験結果 
17β－エストラジオール(LC/MS 法)およびエストロンの室内実験
桂川の各地点からの試料ともに同じ傾向を示した。河川水のみを用
験結果例(多摩川関戸橋、桂川久我井堰)を図４－３５に示す。 
17β－エストラジオール(LC/MS 法)およびエストロンともに、日
に水中の濃度はやや低下する傾向がみられた。 
なお、河川水と底泥を用いたケースでは供試底泥中の 17β－エ
(LC/MS 法)濃度は多摩川関戸橋 0.02、桂川久我井堰 0.10μg/kg-d
は多摩川関戸橋 0.06、桂川久我井堰 0.76μg/kg-dry であったが、
中濃度の明確な傾向はみられなかった。 

 
b.考察 
実験結果からみると、17β－エストラジオール(LC/MS 法)、エス
水中で濃度はやや低下する傾向がみられ、分解等が示唆された。 
河川水と底泥を用いたケースでは実験期間中の水中濃度の明確
なかった。また、今回の実験結果からは底泥からの溶出、分解およ
等の機構についての検討は困難であった。 
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(1)(1)(1)(1)        多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋多摩川関戸橋    

(10(10(10(10℃℃℃℃))))    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

        (2) (2) (2) (2) 桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰桂川久我井堰    

                         (10 (10 (10 (10℃℃℃℃))))    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）本実験は、標準物質を添加して行っており、河川水とは初期濃度が異なる。 

図図図図４－３５４－３５４－３５４－３５            室内実験結果室内実験結果室内実験結果室内実験結果((((河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：河川水のみ：10101010℃／℃／℃／℃／17171717β－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオールβ－エストラジオール(LC/MS(LC/MS(LC/MS(LC/MS 法法法法))))、、、、
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4-3．魚類調査 
4-3.1 調査方法 
河川等に生息する生物に対する内分泌撹乱作用が疑われている物質の影響として、
女性ホルモン様作用による雄の雌性化が指摘されていることから、平成 11 年度に引
き続き、今回の調査でも、雌性化の状況の目安になると言われている雄の血清中のビ
テロゲニンに着目した調査を実施した。 
ビテロゲニンとは、卵黄タンパクの前駆物質（魚の卵に栄養源として貯えられる卵
黄の基となる物質）と呼ばれるタンパク質であり、産卵に備えて体内に卵を持ってい
る雌の血清中にはごく普通に存在する物質であるが、通常、雄の血清中にはほとんど
存在しないと考えられている。一方、実験的に女性ホルモンを投与すると、雄でも血
清中にビテロゲニンが誘導されることが知られており、外因性の女性ホルモン様物質
による影響を受けているかどうかを知る目安となる物質である。 
調査は、５水系１０地点において実施した。 

 
1)調査対象魚 
調査は、コイを対象魚種として行った。これは、内分泌攪乱作用に関する研究報告
のある魚種、全国の河川に広く生息する魚種、通常の成長段階では雌雄の転換が起こ
りにくい魚種、ビテロゲニンの測定キットが利用できる魚種であることを考慮し、選
定したものである。 
対象とするコイの大きさは、一般的に生殖腺の肉眼観察により、雌雄判別が可能な
全長３０㎝以上であることを原則とした。 
 
2)調査方法 
調査は、１０月から１１月にかけて、各調査地点あたり１回を基本として行った。
但し、１回の調査で必要尾数のコイが確保できなかった場合は、再度、調査を行った。 
調査対象魚は、原則として調査日の３日前から当日までに採捕し、いけすや活魚タ
ンクなどを利用して、血液採取まで調査地点の河川中または近傍で蓄養しておいた。
調査では、生きた状態にある調査対象魚から血液を採取し、血清中のビテロゲニンの
測定等を行った。 

 
4-3.2 調査結果 
  1)採捕状況 
一級河川５水系１０地点で、コイ１９０尾を調査対象魚として採捕した。採補した
調査対象魚の尾数を表４－１４に示す。 
調査にあたり、１地点あたりコイ１５～２０尾の採補を原則とした。一部に採捕で
きたコイの尾数が少なかった調査地点もあったが、１０調査地点のうち８地点で１５
尾以上のコイを採捕できた。 
採捕したコイ１９０尾のうち、１８５尾が全長３０㎝以上であった。また、１９０
尾のうち、１８８尾について雌雄の判別ができた。 

 
表４－１４  コイの採捕尾数    （単位：尾） 

雄 雌 性別不明 計 

９３ ９５ ２ １９０ 
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2)ビテロゲニンの測定結果 
今回の調査で採捕した１９０尾のコイについて、血清中のビテロゲニン濃度を測定
した。雄コイの血清中のビテロゲニン濃度の測定結果を表４－１５に示す。 
雄コイ９３尾のうち、７７尾は血清中のビテロゲニン濃度が 0.1μg／mL 未満であ
った。残りの１６尾のうち、５尾が 0.1μg／mL 以上、７尾が 1μg／mL 以上、４尾が
10μg／mL 以上であった。 
 

表４－１５  雄コイの血清中のビテロゲニン測定結果 
（単位：尾）

調査年度（実施時期） ビテロゲニン濃度範囲（血清１mL あたり） 計 

 0.1μg 未満 0.1μg 以上 １μg以上 10μg 以上  

平成10年度（11～12月）  83(74.8%) 21(18.9%)  2(1.8%) 5(4.5%) 111 

平成11年度（ 5～ 7月） 175(69.4%) 43(17.1%) 25(9.9%) 9(3.6%) 252 

平成12年度（10～11月）  77(82.8%)  5( 5.4%)  7(7.5%) 4(4.3%) 93 

注）調査地点数：平成 10 年度 25 地点、平成 11 年度 27 地点 

 
 
 
3)考察 
今回の調査でも、採捕した一部の雄コイの血清中にビテロゲニンが確認された。こ
のビテロゲニンは、雄コイの体内で生成されたと考えられる。 
今回の調査で確認された雄コイの血清中のビテロゲニン濃度範囲は、平成 10 年度
及び平成 11 年度調査とほぼ同様であった。また、血清中にビテロゲニンが確認され
た雄コイの割合は、平成 10 年度及び平成 11 年度調査の結果よりもやや低かったが、
全体的には平成 10 年度及び平成 11 年度調査とほぼ類似した傾向にあった。ただし、
一部に平成10年度あるいは平成11年度調査とやや異なる傾向を示す調査地点もみら
れた。 
雄コイが体内でビテロゲニンを生成する要因としては、 
・河川水中に存在する同じ場所に生息する雌のコイが排出する女性ホルモン 
・餌等により摂取する女性ホルモン様作用を持つ植物性のホルモン様物質 
・人畜由来の女性ホルモン 
・女性ホルモン様作用を持つ化学物質など、河川環境中に存在する外因性の女性ホル
モンあるいは女性ホルモン様作用を持つ物質の影響が考えられる。また、河川など自
然環境下では、水温など季節的に変動する生息場所の環境、個体ごとに差がある生理
的活性や成熟状況なども、ビテロゲニンの生成量や血清中のビテロゲニン濃度などを
変動させる要因になっていると考えられる。このため、雄コイの血清中ビテロゲニン
濃度の測定結果のみから、調査対象とした水系あるいは地点の状況を評価することは
困難である。 
今回の調査では、ビテロゲニンが確認された雄コイの割合が、平成 10 年度あるい
は平成 11 年度調査とやや異なる傾向を示す調査地点もみられたことから、個別の地
点あるいは河川ごとに傾向を把握することが必要である。また、河川環境中には人畜
由来の女性ホルモンや化学物質などの調査対象物質以外にも女性ホルモン様作用を
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持つ物質が存在すると考えられることから、雄コイで確認されたビテロゲニン生成と
河川環境中に存在する外因性の女性ホルモン（様）作用を持つ物質の関連性を明らか
にするためには、調査地点の水質や底質にどの程度の女性ホルモン作用（女性ホルモ
ン活性量）があるかを把握し、血清中のビテロゲニン濃度との関係を検討する必要が
ある。 
なお、今回の調査において、雄コイと同時に測定を行ったコイの雌９５尾の血清中
のビテロゲニン濃度は、<0.1～52,000μg／mL であった。このうち、翌年の産卵期に
向けて卵巣が発達しつつある個体（生殖腺体指数が５％以上の個体）のビテロゲニン
濃度は、1,600～52,000μg／mL であった。 
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５．まとめ 
 平成 10 年度（前期７～８月、後期 11～12 月）、平成 11 年度（春期５～７月、夏期７
～９月、秋期 11～12 月、冬期２月）並びに平成 12 年度（秋期９～11 月）の調査を通
じて、主に以下のような点が明らかとなった。 
  
○ 水質調査 
 全国の一級河川１０９水系１３１地点において基本調査対象物質について水質調査
を行った結果、ビスフェノールＡが約３割、4-t-オクチルフェノール及びノニルフェノ
ールが約１割、人畜由来ホルモンである 17β-エストラジオール(ELISA 法)が約５割の
水系で検出された。フタル酸ジ-n-ブチルは２水系（２地点）で検出されたのみであっ
た。これらの物質の平成 10、11、12 年度の経年的な傾向を 12 年度と同じ調査地点でみ
ると、ノニルフェノール、フタル酸ジ-n-ブチル及びビスフェノールＡについては経年
的に減少していることが示唆された。（参考資料－１、表－１.２参照） 
検出割合の減少の原因としては、初期における分析技術上の問題もひとつの要因とし

て考えられるが、物質の使用量の減少や事業所内対策による排出抑制の実施等が考えら
れ、平成 13 年度調査においても引き続き傾向確認を行うことが必要である。 
 また、主要９河川１４地点においては、基本調査対象物質の他に追加調査対象物質６
物質（4-t-ブチルフェノール、ベンゾ(a)ピレン、ベンゾフェノン、17β-エストラジオ
ール(LC/MS 法)、エチニルエストラジオール、エストロン）について調査を実施した。
その結果、ベンゾフェノン（医療品合成原料、保香剤等）が平成 10、11 年度に引き続
き検出され、平成１2 年度から追加して調査を行ったエストロン（人畜由来ホルモン）
が１４地点中５地点と比較的多くの地点から検出された。 
  なお、17β-エストラジオールについては、ELISA 法及び LC/MS 法により測定を行っ
た。その結果、ELISA 法での測定値は LC/MS 法による 17β-エストラジオールの値より
も大きく、17β-エストラジオール以外の物質も検出している可能性があることが分か
った。また、エストロンの形態で存在するエストロゲンがかなりあることが明らかにな
った。これらのことから、今後 17β-エストラジオールの測定については ELISA 法のほ
か、LC/MS 法による測定及びエストロンの測定を含めて実施する必要がある。 
 
○ 底質調査 
主要９河川１４地点において、水質調査と同じ基本調査対象物質及び追加調査対象物

質について底質調査を行った。その結果、１４地点中ノニルフェノールが１０地点、ビ
スフェノールＡが１１地点、ベンゾ(a)ピレンが１２地点と比較的多くの地点で検出さ
れた。また、平成１2 年度から追加して調査を行ったエストロンは１４地点中８地点か
ら検出された。 
 

○ 流入実態調査 
平成 11 年度にノニルフェノール、ビスフェノールＡ及びエストロゲン（17β-エスト

ラジオールとエストロン）を対象として、多摩川水系及び淀川水系の一定区間における
本川及び本川への流入支川、下水処理水の負荷量等の調査を行った。その結果、本川で
の対象物質の増減の傾向が確認され、調査対象としていない樋管等からの流入による増
加や河川内での減少が示唆された。このため、平成 12 年度は、これら示唆される傾向
を確認するために、平成 11 年度に引き続き、多摩川水系（多摩川／拝島橋～関戸橋）、
淀川水系（桂川／久我井堰～三川合流前）において流入実態及び河川内での変化を解明
するための調査を行った。その際、流下方向での濃度変化の把握の精度を上げるため、
前記樋管等を含め調査地点を増やすとともに、予備調査を行い、均一な試料採取が可能
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となるよう試料採取方法に配慮した。また、河川内での挙動解明を補足するための室内
実験を行った。 
 その結果、調査区間内においては下水処理場からの流入水量が全流入水量の約 50％
を占めた。また、下水処理場からはビスフェノール A等について大きな負荷の流入が確
認された。平成 11 年度に調査を行わなかった樋管、排水路等からの流入水量は、比較
的少ないものの、ノニルフェノール、エストロゲンについては、流入水中の濃度が高い
ため比較的大きな負荷が流入していた。しかしながら、平成 11 年度及び 12 年度の２か
年で行った流入実態調査の調査結果が、平常時の代表的なものかなお疑問が残るため、
13 年度には発生源など流域特性の調査も含めた詳細な調査が必要と考えられる。 
  また、河川内における対象物質の変化については以下のとおりである。ノニルフェノ
ールについては桂川においては河川内での流下に従い増加する傾向がみられたが、多摩
川においては検出下限値未満の測定値を含んでいること等から、河川内の変化傾向の把
握が困難であった。ビスフェノールＡについては、多摩川、桂川ともに河川内での流下
に従い減少する傾向がみられ、室内における濃度変化実験の結果からも経時的には減少
傾向がみられたことから、河川内で流下中に分解、吸着等により減少している可能性が
あると考えられた。17β－エストラジオール（LC/MS 法）については多摩川では河川内
での流下に従い増加傾向を示した。一方、桂川では検出下限値未満の測定値が多く、当
該河川内流下方向での変化については不明であった。 
 
○ 魚類調査 
平成 11年度までに河川に生息する雄コイの一部で、血清中からビテロゲニン（雌性

化の目安となる物質）が検出されることを確認した。 
平成 12年度は、主要５河川１０地点において調査を実施した。その結果、一部の雄

コイの血清中からビテロゲニンが検出された。ビテロゲニンの濃度範囲は、平成 10、
11年度とほぼ同様であった。ビテロゲニンの検出された雄コイの割合は、平成 10、11
年度に比べてやや低かったが全体的にはほぼ類似した傾向にあった。 
雄コイ血清中のビテロゲニン濃度を変動させる要因としては、内分泌撹乱物質以外に

生息場所の環境や個体ごとの生理的活性や成熟状況なども考えられることから、ビテロ
ゲニン濃度の測定結果のみから調査地点の状況を評価することは困難であり、個別の地
点での傾向を確認するための継続的な調査を実施し、併せて酵母を活用し、水環境中の
女性ホルモン活性量を把握し、雄コイ血清中のビテロゲニン濃度との関係を確認する必
要がある。 
 


